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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １．当社の中間連結財務諸表は、従来「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）第87条（適用時は第81条）の規定により、米国

において一般に公正妥当と認められた会計基準による用語、様式および作成方法（以下「米国会計基準」と

いう。）に準拠して作成されていました。しかし、当社は、1934年米国証券取引所法に基づき米国会計基準

に従い米国証券取引委員会（以下「SEC」という。）に提出すべき平成18年３月期年次報告書（様式20-F）

を所定の提出期限までに提出することが困難となったことに関連して、当中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）から、わが国の証券取引法に基づく開示書類については、SEC向け年次報

告書と切り離して、わが国において一般に公正妥当と認められた企業会計の基準（以下「日本会計基準」と

いう。）を採用することとし、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表は中間連結財務諸表規則に基づいて

作成することに変更しています。 

この変更に伴い、平成17年度中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結

財務諸表についても、中間連結財務諸表規則（ただし、日本会計基準を採用する他の会社と同様に、平成18

年５月１日施行の改正以前の中間連結財務諸表規則（以下「改正前の中間連結財務諸表規則」という。））

に基づいて作成しています。 

第一部 【企業情報】

会計期間

平成16年度中間 
連結会計期間

平成17年度中間
連結会計期間

平成18年度中間
連結会計期間

平成16年度 平成17年度

自 平成16年4月１日 

至 平成16年9月30日

自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日

自 平成16年4月１日 

至 平成17年3月31日

自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日

売上高 (百万円) 2,337,376 2,283,779 2,221,604 4,928,698 4,929,970

経常損益 (百万円) 38,598 △19,346 △11,819 91,393 14,955

中間(当期)純損益 (百万円) 12,696 △331 △9,927 63,314 △10,062

純資産額 (百万円) 908,621 1,022,833 1,238,730 953,704 1,029,807

総資産額 (百万円) 3,831,728 3,748,726 3,694,532 3,883,520 3,802,775

１株当たり純資産額 (円) 471.53 513.17 510.06 494.83 516.62

１株当たり中間 
(当期)純損益

(円) 6.59 △0.16 △4.94 32.69 △5.26

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

(円) 5.76 ― ― 29.98 ―

自己資本比率 (％) 23.7 27.3 28.0 24.6 27.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △29,225 41,303 106,079 148,364 225,804

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △21,556 △35,680 △64,937 △123,072 △84,687

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 17,634 △92,388 △55,972 △33,591 △200,199

現金および現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 478,945 419,076 439,792 501,502 452,370

従業員数 (人) 150,940 155,617 156,545 154,001 154,180



    なお、平成16年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に

基づいて作成していますが、監査されていません。また、平成16年度中間連結会計期間（平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで）の中間連結財務諸表は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成してい

ますが、中間監査されていません。平成17年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務

諸表は、連結財務諸表規則に基づいて作成していますが、未監査です。 

２．消費税および地方消費税（以下「消費税等」という。）の処理は税抜方式によっています。 

３．平成17年度から「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号）および「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号）を適用しています。 

４．製品の無償保証期間中の修理費用については、従来修理作業等の発生時に計上していましたが、平成17年度

から売上高に対する過去の実績率に基づいて製品保証等引当金として計上する方法に変更しています。 

５．純資産額の算定にあたり、平成18年度中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準適用指針第８号)を適用しています。 

６．平成17年度中間連結会計期間および平成18年度中間連結会計期間ならびに平成17年度の潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間(当期)純損失であるため

記載していません。 

７．平成18年度中間連結会計期間から、「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第17号）を適用し、客先納品後の瑕疵補修費用等の支出に備えるため、過去の実績率に基づいた見

積額および個別に追加原価の発生可能性を基礎とした見積額を計上しています。 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １．消費税等の処理は税抜方式によっています。 

２．第168期中から「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号）および「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号）を適用しています。 

３．製品の無償保証期間中の修理費用については、従来修理作業等の発生時に計上していましたが、第168期

（下半期）から売上高に対する過去の実績率に基づいて製品保証引当金として計上する方法に変更していま

す。 

４．純資産額の算定にあたり、第169期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しています。 

５．第169期中の潜在株式調整後１株当たり中間純損益については、１株当たり中間純損失のため記載しており

ません。 

６．第169期中から、「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第17号）

を適用し、客先納品後の瑕疵補修費用等の支出に備えるため、過去の実績率に基づいた見積額および個別に

追加原価の発生可能性を基礎とした見積額を計上しています。 

  

回次 第167期中 第168期中 第169期中 第167期 第168期

会計期間
自 平成16年4月１日 

至 平成16年9月30日

自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日

自 平成16年4月１日 

至 平成17年3月31日

自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日

売上高 (百万円) 1,121,100 1,058,104 1,019,757 2,426,835 2,370,709

経常損益 (百万円) 14,442 △10,205 △13,545 40,245 27,566

中間(当期)純損益 (百万円) 20,903 26,583 △8,109 24,254 41,879

資本金 (百万円) 337,820 337,821 337,822 337,820 337,821

発行済株式総数 (千株) 1,929,268 1,995,923 2,029,555 1,929,268 1,995,923

純資産額 (百万円) 909,571 977,923 992,924 914,250 1,004,851

総資産額 (百万円) 2,444,355 2,400,255 2,332,359 2,487,750 2,458,437

１株当たり純資産額 (円) 472.02 490.64 489.98 474.41 504.14

１株当たり中間 
(当期)純損益

(円) 10.85 13.53 △4.02 12.49 21.11

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純損益

(円) 10.13 12.61 ─ 11.77 19.74

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) 3.00 3.00 4.00 6.00 6.00

自己資本比率 (％) 37.2 40.7 42.6 36.8 40.9

従業員数 (人) 23,718 23,552 22,742 23,168 23,528



２ 【事業の内容】 

当社の中間連結財務諸表は、従来「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）第87条（適用時は第81条）の規定によ

り、米国において一般に公正妥当と認められた会計基準による用語、様式および作成方法（以下「米国会

計基準」という。）に準拠して作成されていました。しかし、当社は、米国会計基準に基づき1934年米国

証券取引所法に従い米国証券取引委員会（以下「SEC」という。）に提出すべき平成18年３月期年次報告

書（様式20-F）を法定の提出期限までに提出することが困難となったことに関連して、当中間連結会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）から、わが国の証券取引法に基づく開示書類について

は、SEC向け年次報告書と切り離して、わが国において一般に公正妥当と認められた企業会計の基準（以

下「日本会計基準」という。）を採用することとし、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表は中間連結

財務諸表規則に基づいて作成することに変更しており、関係会社の情報についても当該中間連結財務諸表

をもとに日本会計基準での定義に基づいて開示しています。「第２ 事業の状況」および「第３ 設備の

状況」においても同様です。  

 なお、当中間連結会計期間において、当社および連結子会社を中心とする関係会社で構成される当社グ

ループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下のとおり異動がありました。 

  

 (1)以下の会社を含む27社が新たに連結子会社になりました。 

 
 ＊１：議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合を内数で示しています。 

 ＊２：NECビッグローブ㈱は、当社のBIGLOBE事業を移管し、平成18年７月３日に新設分割により設立されました。 

  

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な
事業内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容 摘要

NECビッグロー
ブ㈱

東京都品川区 10,346

インターネッ
ト等のネット
ワークを利用
した情報通信
サービス、情
報提供サービ
スの提供

78.0

当社が販売および使用する一
部サービスの供給 
貸付金・・・無 
役員の兼任等・・・有

＊２

NECエレクトロ
ニクス韓国社

ソウル、韓国
百万ウォ

ン
2,000

電子部品の販
売

(100)
100

当社関係会社の一部製品の販
売 
貸付金・・・無 
役員の兼任等・・・無

クォーバル・イ
ンテグレイテッ
ド・ソリューシ
ョンズ社

Irving,  
Texas U.S.A.

千米ドル 
8,798

コンサルティ
ングサービス
の提供

(100)
100

貸付金・・・無
役員の兼任等・・・無

NECフィリップ
ス・ユニファイ
ド・ソリューシ
ョンズ・イタリ
ア社

Milano  
italia

千ユーロ 
3,500

通信機器の販
売

    (100)
100

当社製品の販売
貸付金・・・無 
役員の兼任等・・・無



 (2)以下の会社を含む３社が新たに持分法適用関連会社になりました。 

 
 ＊１：議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合を内数で示しています。 

 ＊２：ソニーNECオプティアーク㈱は、平成18年４月３日に新設分割により設立されました。 

  

  (3)NEC化合物デバイス㈱、NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン岩手㈱、NECトーキン兵

     庫㈱、北光電子㈱およびNECアメリカ社を含む18社が連結子会社でなくなりました。 

  ① NEC化合物デバイス㈱は、平成18年４月１日付でNECエレクトロニクス㈱に合併されました。 

  ② NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン岩手㈱およびNECトーキン兵庫㈱は、平成18年４月１日付 

      でNECトーキン㈱に合併されました。 

   ③ NECトーキン㈱は、平成18年９月１日付で保有する北光電子㈱の全株式を㈱MARUWAに売却しました。 

   ④ NECアメリカ社は、平成18年７月１日付でNECソリューションズ（アメリカ）社（同日付でNECコーポレーション・

    オブ・アメリカ社に商号変更）に合併されました。 

  

  (4)華虹半導体有限公司および上海華虹NEC電子有限公司を含む３社が持分法適用関連会社でなくな 

     りました。 

  

 (5)その他 

① 御殿場日本電気㈱は、平成18年10月20日付で解散し、清算手続き中です。 

② NEC USA社は、平成18年７月１日付で解散し、清算手続き中です。 

③ 当社は、平成18年10月13日付で保有するパッカードベル社の全株式をPBホールディング・カン 

 パニー社に売却しました。 

  

  

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な
事業内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容 摘要

ソニーNECオプ
ティアーク㈱

東京都品川区 1,490

光ディスクド
ライブ製品の
開発、マーケ
ティング、販
売

45.0

当社関係会社が販売する一部
部品の供給
貸付金・・・無
役員の兼任等・・・有

＊２

アドコアテック
㈱

神奈川県横須
賀市

2,650
通信機器の開
発、保守、ラ
イセンス販売

(13.2)
50.0

当社が販売する一部製品の開
発および保守 
貸付金・・・無 
役員の兼任等・・・有



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

IT/NWソリューション事業 78,994

モバイル/パーソナルソリューション事業 10,214

エレクトロンデバイス事業 48,102

その他 19,235

合計 156,545

従業員数(人) 22,742



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における世界経済は、米国で個人消費がやや減速したものの、中国が引き続き高成

長を維持するなど、アジアや欧州で堅調に推移し、景気の拡大基調が続きました。 

 日本経済においても、輸出がやや減速したものの、企業業績の改善を背景とした設備投資の増加、所

得・雇用環境の改善を受けた個人消費の緩やかな回復を中心とした内需が好調に推移し、景気の拡大基調

が続きました。 

このような事業環境のもと、当中間連結会計期間の業績は、売上高が、２兆2,216億円と前年同期に比

べ622億円の減収（前年同期比2.7％減）となりました。これは、IT/NWソリューション事業が通信事業者

向け移動通信システムを中心に堅調に推移し、エレクトロンデバイス事業は半導体を中心に伸長したもの

の、モバイル/パーソナルソリューション事業において、携帯電話機やパーソナルコンピュータが減少し

たことなどによるものです。 

営業利益は、75億円と前年同期に比べ25億円の改善となりました。これは、携帯電話機の売上高の減

少、将来発生する可能性のある瑕疵補修費用を当中間連結会計期間に見積り計上したことによる悪化およ

び研究開発費の増加があったものの、移動通信システムや半導体の売上高の増加、収益性の改善などによ

るものです。 

経常損益は、118億円の損失となりましたが前年同期に比べ75億円の改善となりました。これは、営業

利益が改善したことに加え、受取利息の増加などにより営業外損益が改善したことによるものです。 

税金等調整前中間純利益は、16億円と前年同期に比べ61億円の悪化となりました。これは、経常損益が

改善したものの、特別損益が136億円悪化したことによるものです。特別損益の悪化は、子会社の第三者

割当増資などによる持分変動利益の増加や投資有価証券等評価損の減少による改善があった一方、関係会

社株式売却益の減少や半導体工場の再編に伴う事業構造改革費用を計上したことなどによるものです。 

中間純損失は、実現可能性が不確実である一部の子会社の繰延税金資産に対し、評価引当金を計上した

ことなどにより、99億円となりました。 

 一方、当中間連結会計期間のフリー・キャッシュ・フロー（「営業活動により増加（△減少）したキャ

ッシュ（純額）」と「投資活動により減少したキャッシュ（純額）」の合計額）は、411億円の収入とな

りました。当中間連結会計期間末の有利子負債残高は、社債の償還および借入金の返済が進んだことから

8,772億円（前年同期末比1,580億円減、前期末比579億円減）となり、デット・エクイティ・レシオ（自

己資本に対する有利子負債の割合）は0.85倍（前年同期末比0.16ポイント減、前期末比0.06ポイント減）

となりました。 

  

  



各セグメント別の業績は以下のとおりです。なお、各セグメント別の売上高およびセグメント損益には

セグメント間取引を含んでいます。 

 

 a. IT/NWソリューション事業 

  

IT/NWソリューション事業の当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比1.9％増加の１兆2,645億円と

なりました。 

売上高の主な分野別状況につきましては、ITサービス/SI分野およびITプラットフォーム分野は、それ

ぞれ前年同期並みの3,439億円および3,125億円となりました。ネットワークシステム分野は、国内向けモ

バイルインフラや海外向けワイヤレスシステムなど通信事業者向けが伸長し、前年同期比3.8％増加の

4,852億円となりました。社会インフラ分野は、国内地上デジタル放送設備など全般において好調に推移

し、前年同期比6.1％増加の1,229億円となりました。 

営業利益は、主にネットワークシステム分野の売上高の増加により、前年同期に比べ37億円増加し、

556億円となりました。 

  

b. モバイル/パーソナルソリューション事業 

  

モバイル／パーソナルソリューション事業の当中間期の売上高は、前年同期比14.0％減少の4,990億円

となりました。 

売上高の主な分野別状況につきましては、モバイルターミナル分野が、国内で出荷台数が減少したこと

や、海外市場における2.5世代携帯電話機事業では、欧州では新機種投入を中止し、また中国では絞込み

を継続したことにより、前年同期比25.5％減少の1,631億円となりました。パーソナルソリューション分

野は、国内のコンシューマ向けパーソナルコンピュータ市場が伸び悩んだことから、前年同期比7.0％減

少の3,359億円となりました。 

営業損益は、主に国内モバイルターミナルの売上高が減少したことや、海外モバイルターミナル事業の

構造改革に伴う費用を計上したことなどにより、前年同期に比べ216億円悪化し、373億円の損失となりま

した。 

  

c. エレクトロンデバイス事業 

  

エレクトロンデバイス事業の当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比7.2％増加の4,270億円となり

ました。 

売上高の主な分野別状況につきましては、半導体分野は、前年同期比9.6％増加の3,430億円となりまし

た。これは、半導体市場の拡大を受けて、LCD（液晶ディスプレイ）ドライバICや様々な製品に用いられ

るマイクロコントローラなど、各製品分野で売上が伸長したことによるものです。電子部品その他分野

は、ほぼ前年同期並みの840億円となりました。 

営業損益は、42億円の損失となりましたが、前年同期に比べ61億円改善しました。これは主に半導体の

売上高が増加したことによるものです。 

（注）半導体分野の業績は、NECエレクトロニクス㈱の公表値（米国会計基準）で表記しています。 

  



d. その他 

  

その他セグメントの売上高は、一部連結子会社の事業売却による影響があり、前年同期比9.2％減少の

2,739億円となりました。営業利益は、連結子会社の利益改善などにより、前年同期に比べ99億円改善の

153億円となりました。 

  

  

所在地別セグメントの状況は以下のとおりです。 

 

 a. 国内 

 日本においては、携帯電話機やパーソナルコンピュータの売上が減少し、売上高は１兆9,287億円（前

年同期比3.2％減）となりました。営業利益はモバイルターミナルの売上高減少に伴う利益減がありまし

たが、IT/NWソリューション事業のネットワークシステム分野およびエレクトロンデバイス事業の半導体

売上高拡大により、95億円（同77億円増）となりました。 

   

 b. 欧州 

 欧州においては、携帯電話機の売上が減少し、売上高は2,251億円（前年同期比0.3％減）となりまし

た。営業損失は、６億円（同１億円増）となりました。 

 

 c.  その他 

 アジア、米州を含むその他の地域においては、携帯電話機の売上が減少し、売上高は3,911億円（前年

同期比2.0％減）となりました。営業利益は、４億円（同37億円減）となりました。 

  

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末の現金および現金同等物は、前期末に比べ126億円減少し、4,398億円となりまし

た。 

 

 営業活動により増加したキャッシュ（純額）は1,061億円で、前年同期は営業活動により増加したキャ

ッシュが413億円であったことに比べ、648億円の改善となりました。これは、支払手形および買掛金の支

払額が前年同期と比べ減少したことなどによるものです。 

 

 投資活動により減少したキャッシュ（純額）は649億円で、前年同期比で293億円の支出増となりまし

た。これは、前年同期にエルピーダメモリ㈱の株式売却による収入があったことなどによるものです。 

 

 財務活動により減少したキャッシュ（純額）は560億円で、前年同期比で364億円の支出減となりまし

た。これは、社債の償還や借入金の返済が前年同期と比べ減少したことなどによるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構

造、形式などは必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多いため、セグメントごと

に生産規模、受注規模を金額あるいは数量で示していません。 

このため、生産、受注および販売の状況については、「１ 業績等の概要」におけるセグメントの業

績の記載に含めています。 

前中間連結会計期間および当中間連結会計期間において、それぞれ連結売上高の12.5％および

11.3％を占める主要顧客があり、その売上高は主にIT/NWソリューション事業およびモバイルソリューシ

ョン事業の売上高に含まれています。 

  

３ 【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 当社グループでは、中核の事業領域である「IT/NWソリューション」、「モバイル/パーソナルソリュー

ション」および「エレクトロンデバイス」における事業拡大を図るとともに、グループ各社の強みを生か

して、シナジーを最大限に発揮できるよう、当社グループの連携を強化することによって企業価値の向上

を図っていく方針です。  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間においては、経営上の重要な契約等を行っていません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は、当社の中央研究所を当社グループの研究拠点と位置付け、同研究所を中心にIT/ネットワーク

統合領域およびシステムデバイス領域における将来技術を切り拓く先行技術およびNECグループの事業を

支える共通基盤技術の研究開発を行うなど、NECグループとしての研究開発戦略を推進しています。当中

間連結会計期間における主要な研究開発成果は次のとおりです。 

  

（IT/NWソリューション事業） 

世界初の大規模ネットワーク向け品質劣化箇所推定法の開発 

当社は、大規模ネットワークにおける通信品質の劣化箇所をほぼ瞬時に見つけ出す監視手法を世

界で初めて開発しました。  

 近年、大規模ネットワークが社会における重要なインフラとなったことにより、ネットワークの

障害が社会にもたらす影響が増大し、障害発生時には、その迅速な復旧が求められています。この

ためには、通信品質が劣化する場所や原因をいち早く特定することが必要ですが、従来の技術で

は、ネットワーク内に多数の監視機器を設置し経路ごとの通信情報を直接計測していたため、大規

模ネットワークを監視するためには過大な費用や管理データ等を要することが問題となっていまし

た。  

 今回開発した技術は、ネットワーク上の各端末や経路制御装置（ルータ）に監視システムを搭載

し、そこから通信情報と経路情報をサーバに送信するものです。サーバ内で情報を集約、照合する

ことにより、大規模ネットワークでも品質劣化箇所を迅速に推定することを可能にしました。  

  



（モバイル/パーソナルソリューション事業）   

テレビ・ブログ・検索サービスを横断したトレンド分析「BIGLOBE旬感ランキング」の開始 

NECグループは、テレビ番組やブログ上の情報、検索サービスの文字検索履歴などを横断的に分

析し、世の中で注目されているテーマ、特定の物事に対する評判等のランキング情報を提供するサ

ービス「BIGLOBE旬感ランキング」を開始しました。このサービスは、当社が開発したマイニング

技術である①情報を話題の塊（＝トピック）として整理する「トピック分析技術」とトピックを要

約する「文脈分析技術」、②異なるメディア上の類似したトピックを結び付ける「関係マイニング

技術」および③文章中の意見を抽出し肯定・否定の評価を判別する「評判情報抽出技術」を活用し

ています（注１)。この技術は、キーワードの検索回数等の「量」の評価に、評判や好感度といっ

た「質」の評価を加えることで、従来より深みのあるランキングを実現しました。当社では、今回

の経験を活かし、法人向けマーケティング支援サービス等、テキストマイニング技術を実用化した

サービスを様々な領域に展開したいと考えています。  

（注１）マイニング技術とは、大量のデータを効率的に分析して、価値ある情報を発見したり、未

来の予測を行うための技術であり、テキストマイニング技術は、分析対象を文字データに限ったマ

イニング技術です。  

          

（エレクトロンデバイス事業）  

自動車向け画像認識LSI「IMAPCAR®」の開発  

 NECグループは、トヨタ自動車㈱および㈱デンソーの協力を得て、車載向け画像認識LSI

「IMAPCAR®（アイマップカー）」を開発しました。  

 IMAPCAR®は１秒間に1,000億回の演算を実行できる世界屈指の高速性能を持つため、自動車メー

カーは自動ブレーキなど衝突回避を支援するシステムとこのLSIを組み合わせることで、走行中に

視野に入る白線や先行車だけでなく、従来は認識できなかった歩行者をもリアルタイムに認識する

精度の高い予防安全システムを容易に実現できます。このIMAPCAR®は、トヨタ自動車㈱の高級車ブ

ランド「レクサス」の新型車として2006年９月に発売されたLS460にも採用されました。  

 NECグループは今後も、クルマ社会の安全性向上をはじめとする様々な領域において、社会に貢

献する半導体を提供していきたいと考えています。 

  

（その他）   

LSIチップ内の光配線を実現可能にするSiナノフォトニクス基本技術の開発  

当社は、LSIチップ内での光データ伝送を行うシリコン(Si)ナノフォトニクスの基本技術を開発

しました。今回の開発は、当社が既に開発済みのSiナノフォトダイオードと超小型のアンプとを組

み合わせることで、光電気変換機能を小型化し、LSI内に搭載可能としたことです。この開発によ

り、今まで不可能だったLSIチップ内への光配線技術の適用や、半導体内の各回路に光信号で動作

を指示する光クロック分配の実現可能性が大きく高まりました。 

  



当中間連結会計期間における当社および当社連結子会社の研究開発費は、162,416百万円であり、これ

を事業の種類別セグメント別に示すと以下のとおりとなります。 

 

     IT/NWソリューション事業              48,179百万円 

     モバイル/パーソナルソリューション事業       31,796百万円 

     エレクトロンデバイス事業             66,091百万円 

     その他                      16,350百万円 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」には、平成18年12月１日から提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行され

た転換社債の株式への転換を含む。）により発行された株式数は含まれていません。 

  

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 7,500,000,000

計 7,500,000,000

種類
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

(平成18年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名
又は登録証券業協会名

内容

普通株式 2,029,555,412 2,029,555,412

東京証券取引所
大阪証券取引所
名古屋証券取引所
福岡証券取引所
札幌証券取引所
ナスダック（米国）

―

計 2,029,555,412 2,029,555,412 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 当社は平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行してい

ます。 
平成14年6月20日株主総会決議 

 
 (注)１ 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果

生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

       調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

２ 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ２に定める転

換社債の転換、平成13年10月１日改正前商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使および新株予約

権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。 

 
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 173 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 173,000(注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     888(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年7月1日～
       平成20年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   888
資本組入額     444

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が、新株予約権の行
使時において当社または当社の子
会社（上場会社を除く。）の取締
役、執行役員または従業員の地位
にあることを要する。ただし、権
利行使期間中にかかる地位を喪失
した場合、喪失後1年間に限り当
該権利行使期間内に新株予約権を
行使することができる。また、平
成16年6月30日までにかかる地位
を喪失した場合には、平成16年7
月1日から1年間に限り、新株予約
権を行使することができる。 
なお、新株予約権者の相続人は、
新株予約権を行使することはでき
ない。また、1個の新株予約権の
一部につき新株予約権を行使する
ことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合、当社
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
１

分割または併合の比率



平成15年6月19日株主総会決議 

 
 (注)１ 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果

生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

       調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

２ 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ２に定める転

換社債の転換、平成13年10月１日改正前商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使および新株予約

権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。 

 
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)                     201 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)         201,000(注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     769(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年7月1日～
       平成21年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   769
資本組入額     385

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が、新株予約権の行
使時において当社または当社の子
会社（上場会社およびその子会社
を除く。）の取締役、執行役員ま
たは従業員の地位にあることを要
する。ただし、権利行使期間中に
かかる地位を喪失した場合、喪失
後1年間に限り当該権利行使期間
内に新株予約権を行使することが
できる。また、平成17年6月30日
までにかかる地位を喪失した場合
には、平成17年7月1日から1年間
に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。 
なお、新株予約権者の相続人は、
新株予約権を行使することはでき
ない。また、1個の新株予約権の
一部につき新株予約権を行使する
ことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合、当社
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
１

分割または併合の比率



平成16年6月22日株主総会決議 

 
 (注)１ 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果

生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

       調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

２ 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ２に定める転

換社債の転換、平成13年10月１日改正前商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使および新株予約

権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。 

 
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)                     289 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)         289,000(注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     801(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年7月1日～
       平成22年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   801
資本組入額     401

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が、新株予約権の行
使時において当社または当社の子
会社（上場会社およびその子会社
を除く。）の取締役、執行役員ま
たは従業員の地位にあることを要
する。ただし、権利行使期間中に
かかる地位を喪失した場合、喪失
後1年間に限り当該権利行使期間
内に新株予約権を行使することが
できる。また、平成18年6月30日
までにかかる地位を喪失した場合
には、平成18年7月1日から1年間
に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。 
なお、新株予約権者の相続人は、
新株予約権を行使することはでき
ない。また、1個の新株予約権の
一部につき新株予約権を行使する
ことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合、当社
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
１

分割または併合の比率



平成17年6月22日株主総会決議 

 
 (注)１ 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果

生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

       調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

２ 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年４月１日改正前商法第341条ノ２に定める

転換社債の転換、平成13年10月１日改正前商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使および新株予

約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)            300  同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)       300,000(注)1 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     637(注)2 同左

新株予約権の行使期間
平成19年7月１日～
       平成23年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   637
資本組入額     319

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が、新株予約権の行
使時において当社または当社の子
会社（上場会社およびその子会社
を除く。）の取締役、執行役員ま
たは従業員の地位にあることを要
する。ただし、権利行使期間中に
かかる地位を喪失した場合、喪失
後1年間に限り当該権利行使期間
内に新株予約権を行使することが
できる。また、平成19年6月30日
までにかかる地位を喪失した場合
には、平成19年7月1日から1年間
に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。 
なお、新株予約権者の相続人は、
新株予約権を行使することはでき
ない。また、1個の新株予約権の
一部につき新株予約権を行使する
ことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合、当社
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
１

分割または併合の比率



  

② 当社は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しています。 

     平成18年6月22日株主総会決議 

 
 (注)１ 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果

生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

       調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

２ 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ２に定める転

換社債の転換、平成13年10月１日改正前商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使および新株予約

権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。 

 
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)            304  同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)       304,000(注)1 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     636(注)2 同左

新株予約権の行使期間
平成20年8月1日～
       平成24年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   636
資本組入額     318

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が、新株予約権の行
使時において当社または当社の子
会社（上場会社およびその子会社
を除く。）の取締役、執行役員ま
たは従業員の地位にあることを要
する。ただし、権利行使期間中に
かかる地位を喪失した場合、喪失
後1年間に限り当該権利行使期間
内に新株予約権を行使することが
できる。また、平成20年7月31日
までにかかる地位を喪失した場合
には、平成20年8月1日から1年間
に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。 
なお、新株予約権者の相続人は、
新株予約権を行使することはでき
ない。また、1個の新株予約権の
一部につき新株予約権を行使する
ことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合、当社
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
1株当たりの時価払込

既発行株式数 ＋ 募集株式数

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
1

分割または併合の比率



③ 当社は、平成14年4月1日改正前商法第341条ノ２の規定に基づき転換社債を発行しています。当該

転換社債の残高、転換価格および資本組入額は次のとおりです。 

  

無担保第10回転換社債(平成8年4月15日発行) 

 
  

130％コールオプション条項付無担保第11回転換社債(平成12年8月11日発行) 

 
  

2010年満期ユーロ円建転換社債(平成13年12月10日発行) 

 
  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  (注) 1 NECインフロンティア㈱との株式交換による増加です。 

  2 転換社債の転換による増加です。 

  

  

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

転換社債の残高(百万円) 97,904 同左

転換価格(円) 1,326 同左

資本組入額(円) １株につき      663 同左

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

転換社債の残高(百万円) 99,998 同左

転換価格(円) 3,092.70 同左

資本組入額(円) １株につき     1,547 同左

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

転換社債の残高(百万円) 100,000 同左

転換価格(円) 1,664.10 同左

資本組入額(円) １株につき      833 同左

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年5月1日 
 （注）1

33,630 2,029,553 ― 337,821 10,019 422,377

平成18年8月31日 
 （注）2

1 2,029,555 0.9 337,822 0.9 422,378



(4) 【大株主の状況】 

平成18年9月30日現在 

 
 (注)１ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）の所有株式は、当該各社の信託業務に

かかる株式です。 

２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・住友商事株式会社 退職給付信託口)

の所有株式は、住友商事㈱が住友信託銀行㈱に委託し、さらに住友信託銀行㈱が日本トラスティ・サービス

信託銀行㈱に再委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は住友商事㈱が留保して

います。 

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 96,644 4.76

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番3号 90,675 4.47

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口4）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 48,110 2.37

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 41,000 2.02

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 39,977 1.97

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌ エイ ロンドン
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済
業務室)

ウルゲート ハウス，コールマン ストリー
ト，ロンドン EC2P 2HD，英国

（東京都中央区日本橋兜町6番7号）
34,416 1.70

NEC従業員持株会 東京都港区芝五丁目7番1号 27,863 1.37

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
505103 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室)

ボストン，マサチューセッツ 02101，
米国 
（東京都中央区日本橋兜町6番7号）

26,018 1.28

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 24,569 1.21

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（住友信託銀行再
信託分・住友商事株式会社退職
給付信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 23,299 1.15

計 ― 452,572 22.30



３ モルガン・スタンレー証券株式会社およびその関連会社から、各社が連名で提出した平成18年7月10日付変

更報告書（大量保有報告書の変更報告書。以下同じ。）の写しが当社に送付され、平成18年6月30日現在、

下記のとおり各社共同で98,665千株（発行済株式総数に対する所有割合4.86%）の当社株式を保有している

旨の報告がありましたが、当社として実質所有株式数の確認ができないので、上記の大株主の状況には含め

ていません。 
 

  

４ ジェー・ピー・ モルガン・インベストメント・マネジメント・インクおよびその関連会社から、各社が連

名で提出した平成18年5月15日付大量保有報告書の写しが当社に送付され、平成18年4月30日現在、下記のと

おり各社共同で67,558千株（発行済株式総数に対する所有割合3.37%。ただし、このうちの一部は転換社債

券の所有によるものであり、そのすべてが株式に転換された場合を想定して算出しています。各社が現在所

有している普通株式の総数は59,628千株、その発行済株式総数に対する所有割合は2.99%です。）の当社株

式を保有している旨の報告がありましたが、当社として実質所有株式数の確認ができないので、上記の大株

主の状況には含めていません。 
 

  

  

氏名または名称
所有株式数 
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(%)

モルガン・スタンレー証券株式会社 17,080 0.84

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 5,847 0.29

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 20,053 0.99

モルガン・スタンレー・キャピタル（ルクセンブルグ）エス・エー 1,826 0.09

エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ
（ルクス）・エス・アー・エール・エル 1,025 0.05

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド 18,712 0.92

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社 7,817 0.39

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク 25,532 1.26

ヴァン・カンペン・アセット・マネジメント 42 0

モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・インク 728 0.04

計
98,665 4.86

氏名または名称
所有株式数 
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(%)

ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネジメント・インク 227 0.01

ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント（ユーケー）リミテッド 1,295 
(8,847)

0.06
(0.44)

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 19,632 0.98

JP モルガン信託銀行株式会社 34,257 1.72

ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク 3,270 
(3,647)

0.16
(0.18)

ジェー・エフ・アセット・マネジメント（タイワン）リミテッド 946 0.05

計 59,628 
(67,558)

2.99
(3.37)



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年9月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式264,084株(議決権264個)が含まれてい

ます。 

２ 「単元未満株式」のうち自己株式および相互保有株式の明細は次のとおりです。 

 
  

② 【自己株式等】 

平成18年9月30日現在 

 
  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式             ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等)             ― ― ―

議決権制限株式(その他)             ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式） 

普通株式      3,208,000
― ―

（相互保有株式） 

普通株式           911,000

完全議決権株式(その他) 普通株式    2,010,452,000 2,010,452 ―

単元未満株式 普通株式     14,984,412 ― ―

発行済株式総数               2,029,555,412 ― ―

総株主の議決権             ― 2,010,452 ―

所有者の氏名 
または名称

所有
株式数(株)

日本電気㈱ 464

NECインフロンティア㈱ 966

㈱シンシア 382

所有者の氏名 
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

日本電気㈱   東京都港区芝五丁目7番1号 3,208,000 ― 3,208,000 0.16

NECインフロンティア㈱
神奈川県川崎市高津区北見
方二丁目6番1号

743,000 ― 743,000 0.03

㈱シンシア 東京都品川区南大井六丁目
26番3号

71,000 ― 71,000 0.00

日通工エレクトロニクス㈱ 長野県須坂市大字小河原
2031番地の1

62,000 ― 62,000 0.00

テクノ・マインド㈱ 
宮城県仙台市宮城野区榴岡
一丁目6番11号

20,000 ― 20,000 0.00

三和エレクトロニクス㈱
神奈川県川崎市中原区新丸
子東二丁目977番地

12,000 ― 12,000 0.00

㈱コンピュータシステム研
究所

東京都台東区柳橋一丁目1
番12号

3,000 ― 3,000 0.00

計 ― 4,119,000 ― 4,119,000 0.20



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。

 退任役員 

 
  

月別 平成18年4月 5月 6月 7月 8月 9月

最高(円) 920 811 677 644 684 694

最低(円) 785 654 571 545 603 632

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 副会長 金杉 明信 平成18年11月8日



第５ 【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、従来「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）第87条（適用時は第81条）

の規定により、米国において一般に公正妥当と認められた会計基準による用語、様式および作成方

法（以下「米国会計基準」という。）に準拠して作成されていました。しかし、当社は、1934年米

国証券取引所法に基づき米国会計基準に従い米国証券取引委員会（以下「SEC」という。）に提出す

べき平成18年３月期年次報告書（様式20-F）を所定の提出期限までに提出することが困難となった

ことに関連して、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）から、わが

国の証券取引法に基づく開示書類については、SEC向け年次報告書と切り離して、わが国において一

般に公正妥当と認められた企業会計の基準（以下「日本会計基準」という。）を採用することと

し、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表は中間連結財務諸表規則に基づいて作成することに変

更しています。 

 この変更に伴い、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連

結財務諸表についても、中間連結財務諸表規則（ただし、日本会計基準を採用する他の会社と同様

に、平成18年５月１日施行の改正以前の中間連結財務諸表規則）に基づいて作成しています。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の要約連結貸借対照表、

要約連結損益計算書、連結剰余金計算書および連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて

作成(未監査)しています。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

   なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等

規則に基づいて、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財

務諸表等規則に基づいて作成しています。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで)および当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結

財務諸表ならびに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)および当中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監

査を受けています。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金および預金 387,889 347,815 404,303

 ２ 受取手形および 
   売掛金

※
4,5,6 

696,702 732,616 858,328

 ３ 有価証券 31,509 93,303 49,242

 ４ たな卸資産 564,672 550,643 492,414

 ５ 繰延税金資産 117,197 109,092 106,243

 ６ その他の流動資産 195,340 181,908 198,430

 ７ 貸倒引当金 △10,060 △10,426 △9,617

   流動資産合計 1,983,249 52.9 2,004,951 54.3 2,099,343 55.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 建物 251,348 241,504 244,534

  (2) 機械および装置 214,541 216,595 197,839

  (3) 工具器具および 
    備品

110,819 102,057 104,861

  (4) その他の有形固定 
    資産

127,162 703,870 122,266 682,422 130,035 677,269

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん ― 92,976 ―

  (2) 連結調整勘定 76,129 ― 79,397

  (3) その他の無形固定 
    資産

174,210 250,339 144,248 237,224 156,948 236,345

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 236,662 253,214 266,040

  (2) 関係会社株式 105,368 103,605 110,319

  (3) 繰延税金資産 254,423 223,524 214,525

  (4) その他の投資 244,262 215,246 229,845

  (5) 貸倒引当金 △29,447 811,268 △25,654 769,935 △30,911 789,818

   固定資産合計 1,765,477 47.1 1,689,581 45.7 1,703,432 44.8

   資産合計 3,748,726 100.0 3,694,532 100.0 3,802,775 100.0



  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形および 
   買掛金

※６ 721,307 761,633 826,335

 ２ 短期借入金 ※２ 163,027 118,155 136,756

 ３ コマーシャル・ 
   ペーパー

71,000 40,000 35,000

 ４ 一年以内に償還 
   予定の社債

59,270 146,418 129,268

 ５ 未払費用 266,135 269,762 284,502

 ６ 役員賞与引当金 ― 145 ―

 ７ 製品保証等引当金 3,744 24,924 11,229

 ８ その他の流動負債 240,740 266,040 252,218

   流動負債合計 1,525,223 40.7 1,627,077 44.1 1,675,308 44.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 612,524 473,504 519,791

 ２ 長期借入金 ※２ 94,087 62,576 76,268

 ３ 退職給付引当金 191,948 204,466 197,434

 ４ 電子計算機買戻 
   損失引当金

23,265 17,689 19,532

 ５ 製品保証等引当金 620 723 840

 ６ リサイクル費用 
   引当金

5,089 5,044 6,137

 ７ 繰延税金負債 239 11,422 9,661

 ８ その他固定負債 46,967 53,301 55,154

   固定負債合計 974,739 26.0 828,725 22.4 884,817 23.3

   負債合計 2,499,962 66.7 2,455,802 66.5 2,560,125 67.3

(少数株主持分)

  少数株主持分 225,931 6.0 ― ― 212,843 5.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 337,821 9.0 ― ― 337,821 8.9

Ⅱ 資本剰余金 441,268 11.8 ― ― 441,155 11.6

Ⅲ 利益剰余金 192,985 5.1 ― ― 173,808 4.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

58,624 1.6 ― ― 78,128 2.1

Ⅴ 為替換算調整勘定 △5,136 △0.1 ― ― 1,764 0.0

Ⅵ 自己株式 △2,729 △0.1 ― ― △2,869 △0.1

  資本合計 1,022,833 27.3 ― ― 1,029,807 27.1

  負債、少数株主持分 
  および資本合計

3,748,726 100.0 ― ― 3,802,775 100.0



  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 337,822 ―

 ２ 資本剰余金 ― 464,924 ―

 ３ 利益剰余金 ― 162,050 ―

 ４ 自己株式 ― △2,960 ―

   株主資本合計 ― ― 961,836 26.0 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 66,461 ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 9 ―

 ３ 為替換算調整勘定 ― 4,865 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 71,335 1.9 ― ―

Ⅲ 新株予約権 ― ― 66 0.0 ― ―

Ⅳ 少数株主持分 ― ― 205,493 5.6 ― ―

   純資産合計 ― ― 1,238,730 33.5 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 3,694,532 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,283,779 100.0 2,221,604 100.0 4,929,970 100.0

Ⅱ 売上原価 1,633,629 71.5 1,549,243 69.7 3,523,577 71.5

  売上総利益 650,150 28.5 672,361 30.3 1,406,393 28.5

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費

※１ 645,148 28.3 664,857 30.0 1,333,867 27.0

  営業利益 5,002 0.2 7,504 0.3 72,526 1.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,964 4,384 6,664 

 ２ 受取配当金 2,369 1,780 4,079 

 ３ 持分法による 
   投資利益

482 555 6,195 

 ４ 為替差益 － － 1,042

 ５ その他 6,577 12,392 0.6 7,678 14,397 0.7 14,672 32,652 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8,497 7,441 16,810 

 ２ 為替差損 120 2,415 －

 ３ その他 28,123 36,740 1.6 23,864 33,720 1.5 73,413 90,223 1.9

  経常利益または 
  経常損失（△）

△19,346 △0.8 △11,819 △0.5 14,955 0.3

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券 
   売却益

9,125 10,970 25,189

 ２ 持分変動利益 ※２ 623 8,630 2,909

 ３ 退職給付信託設定益 ※３ － 6,534 －

 ４ リサイクル費用 
   引当金戻入益

687 1,805 860

 ５ 固定資産売却益 ※４ 2,369 107 4,590

 ６ 関係会社株式 
   売却益

※５ 20,681 － 23,220

 ７ 厚生年金基金代行 
   返上益

※６ － 33,485 1.4 － 28,046 1.3 2,035 58,803 1.2

Ⅶ 特別損失

 １ 事業構造改革費用 ※７ － 10,777 1,681

 ２ 投資有価証券等 
   評価損

5,631 1,545 10,540

 ３ 減損損失 ※８ 482 1,283 661

 ４ 退職給付関連費用 ※９ 269 978 560

 ５ 製品保証等引当金 
   繰入額

※10 － 6,382 0.3 － 14,583 0.7 8,581 22,023 0.5

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

7,757 0.3 1,644 0.1 51,735 1.0

   法人税、住民税 
   および事業税

11,297 11,371 25,957

   法人税等調整額 △4,249 7,048 0.3 △153 11,218 0.5 47,192 73,149 1.5

   少数株主損益 1,040 0.0 353 0.0 △11,352 △0.3

   中間(当期)純損失 △331 0.0 △9,927 △0.4 △10,062 △0.2



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 396,366 396,366

Ⅱ 資本剰余金増加高

    株式交換による増加 44,905 44,905

    転換社債型新株予約権付社債の 

  株式への転換
1 44,906 1 44,906

Ⅲ 資本剰余金減少高

    自己株式処分差損 3 3

    その他 1 4 114 117

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高 441,268 441,155

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 207,745 207,745

Ⅱ 利益剰余金減少高

  中間（当期）純損失 331 10,062

  配当金 5,780 11,759

  役員賞与 315 316

  持分法適用範囲の変動 8,334 14,760 11,800 33,937

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末)残高 192,985 173,808



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 337,821 441,155 173,808 △2,869 949,915

中間連結会計期間中の変動額

 株式交換による増加 24,382 24,382

 転換社債型新株予約権付社債の 
 転換

1 1 2

 役員賞与（注） △200 △200

 剰余金の配当（注） △5,979 △5,979

 中間純損失 △9,927 △9,927

 自己株式の取得および処分 △67 △91 △158

 持分法適用範囲の変動 4,348 4,348

 その他 △547 △547

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

―

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1 23,769 △11,758 △91 11,921

平成18年９月30日残高(百万円) 337,822 464,924 162,050 △2,960 961,836

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

平成18年３月31日残高(百万円) 78,128 ― 1,764 ― 212,843 1,242,650

中間連結会計期間中の変動額

 株式交換による増加 24,382

 転換社債型新株予約権付社債の 
 転換

2

 役員賞与（注） △200

 剰余金の配当（注） △5,979

 中間純損失 △9,927

 自己株式の取得および処分 △158

 持分法適用範囲の変動 4,348

 その他 △547

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△11,667 9 3,101 66 △7,350 △15,841

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△11,667 9 3,101 66 △7,350 △3,920

平成18年９月30日残高(百万円) 66,461 9 4,865 66 205,493 1,238,730



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前中間（当期） 

      純利益
7,757 1,644 51,735

   減価償却費 95,036 93,011 198,956

   長期前払費用償却費 15,802 12,851 34,750

   連結調整勘定償却額 2,874 ― 6,021

   のれん償却額 ― 4,164 ―

   貸倒引当金増加（△減少）額 4,560 △4,651 5,098

   製品保証等引当金増加額 3,228 13,470 10,739

   電子計算機買戻損失引当金 

   減少額
△734 △1,843 △4,467

   退職給付引当金増加額 13,071 6,805 21,432

   受取利息および受取配当金 △5,333 △6,164 △10,743

   支払利息 8,497 7,441 16,810

   持分法による投資利益 △482 △555 △6,195

   持分変動利益 △623 △8,630 △2,909

   固定資産売却益 △2,369 △107 △4,590

   減損損失 482 1,283 661

   投資有価証券売却益 △9,125 △10,970 △25,189

   投資有価証券等評価損 5,631 1,545 10,540

   関係会社株式売却益 △20,681 ― △23,220

   損害賠償損失 5,427 863 19,126

   売上債権の減少(△増加)額 76,567 135,752 △76,683

   たな卸資産の減少(△増加)額 △38,850 △54,707 34,878

   仕入債務の増加(△減少)額 △84,854 △66,728 14,650

   その他 △10,088 7,051 6,811

    小計 65,793 131,525 278,211

   利息および配当金の受取額 5,344 6,151 10,760

   利息の支払額 △8,645 △7,336 △17,297

   損害賠償金の支払額 △2,206 △8,478 △7,828

   法人税等の支払額 △18,983 △15,783 △38,042

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
41,303 106,079 225,804

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △85,871 △92,502 △159,432

   有形固定資産の売却による収入 33,027 43,401 69,442

   無形固定資産の取得による支出 △21,813 △18,760 △47,635

   投資有価証券の取得による支出 △4,498 △3,806 △12,584

   投資有価証券の売却による収入 14,462 17,478 36,271

   連結の範囲の変更を伴う 

   子会社株式の取得による支出
△2,093 △1,630 △3,608

   連結の範囲の変更を伴う 

   子会社株式の売却による収入
10,588 39 14,604

   関係会社株式の取得による支出 △2,594 △10,955 △11,946

   関係会社株式の売却による収入 28,728 56 29,052

   貸付による支出 △4,566 △10,576 △16,338

   貸付金の回収による収入 3,152 12,162 18,769

   その他 △4,202 156 △1,282

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△35,680 △64,937 △84,687



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

   短期借入金純減少額 △22,052 △18,279 △81,326

   長期借入による収入 15,073 4,856 24,643

   長期借入金の返済による支出 △22,548 △20,543 △55,130

   社債の発行による収入 ― ― 7,500

   社債の償還による支出 △55,335 △29,216 △85,570

   株式の発行による収入 ― 14,378 4,056

   配当金の支払額 △5,771 △5,961 △11,729

   その他 △1,755 △1,207 △2,643

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△92,388 △55,972 △200,199

Ⅳ 現金および現金同等物にかかる 

  換算差額
4,339 2,252 9,950

Ⅴ 現金および現金同等物の減少額 △82,426 △12,578 △49,132

Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高 501,502 452,370 501,502

Ⅶ 現金および現金同等物の中間期末 

  （期末）残高
※１ 419,076 439,792 452,370



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

中間連結財務諸表は、主要

な子会社327社を連結したも

のです。

中間連結財務諸表は、主要

な子会社365社を連結したも

のです。

連結財務諸表は、主要な子

会社356社を連結したもので

す。

（主な連結子会社） 

NECエレクトロニクス㈱、 

NECエレクトロニクス・アメ

リカ社、 

武漢NEC移動通信有限公司、 

NECアメリカ社、 

NECパーソナルプロダクツ

㈱、 

NECヨーロッパ社、 

日本電気システム建設㈱、 

NECトーキン㈱ 

NECインフロンティア㈱ 

NECフィールディング㈱ 

日本アビオニクス㈱ 

NECモバイリング㈱ 

 

 

（主な連結子会社） 

NECエレクトロニクス㈱、 

NECエレクトロニクス・アメ

リカ社、 

武漢NEC移動通信有限公司、 

NECコーポレーション・オブ

・アメリカ社、 

NECパーソナルプロダクツ

㈱、 

NECヨーロッパ社、 

NECネッツエスアイ㈱、 

NECトーキン㈱ 

NECインフロンティア㈱ 

NECフィールディング㈱ 

日本アビオニクス㈱ 

NECモバイリング㈱ 

 

 

（主な連結子会社） 

NECエレクトロニクス㈱、 

NECエレクトロニクス・アメ

リカ社、 

武漢NEC移動通信有限公司、 

NECアメリカ社、 

NECパーソナルプロダクツ

㈱、 

NECヨーロッパ社、 

NECネッツエスアイ㈱、 

NECトーキン㈱ 

NECインフロンティア㈱ 

NECフィールディング㈱ 

日本アビオニクス㈱ 

NECモバイリング㈱ 

 

中間連結会計期間の連結範

囲の異動は、増加16社、減

少６社で、主な増減は以下

のとおりです。

中間連結会計期間の連結範

囲の異動は、増加27社、減

少18社で、主な増減は以下

のとおりです。

連結会計期間の連結範囲の

異動は、増加49社、減少10

社で、主な増減は以下のと

おりです。

（取得・設立等により、連

結子会社とした会社） 

・・・・・・・・・16社

（取得・設立等により、連

結子会社とした会社） 

・・・・・・・・・27社

（取得・設立等により、連

結子会社とした会社） 

・・・・・・・・・49社

アビームコンサルティング 

(マレーシア)社、 

アビームコンサルティング

(タイランド)社、 

アビームコンサルティング

(香港)社、 

SJI コーポレーション、 

アクティブ・ボイス（オラ

ンダ）社、 

NECコンピューターズ（フ

ランス）社、 

NEC飛鼎克信息技術服務(北

京)有限公司 

他 

 

NECビッグローブ㈱、 

NECエレクトロニクス韓国

社、 

クォーバル・インテグレイ

テッド・ソリューション

社、 

NEC フィリップス・ユニフ

ァイド・ソリューション

ズ・イタリア社 

他 

 

NEC HCL テクノロジーズ

社、 

ネットワークス アンド 

システム インテグレーシ

ョン サウジアラビア社、 

トウホク ケミカル イン

ダストーリズ（ベトナム）

社、 

NECコンピューターズ（ド

イチュラント）社、 

NECコンピューターズ（オ

ランダ）社、 

アビームコンサルティング 

(マレーシア)社、 

アビームコンサルティング 

(ヨーロッパ)社、 

NECコンピューターズ（フ

ランス）社 

他 

 

（清算・売却等により、減

少した会社）・・・５社

（清算・売却等により、減

少した会社）・・・11社

（清算・売却等により、減

少した会社）・・・９社

アネルバ㈱、 

アネルバテクノビジネス

㈱、 

アネルバテクニクス㈱ 

他

北光電子㈱ 

他

アネルバ㈱、 

NECマシナリー㈱、 

NECコンピュータ ストレ

ージ フィリピンズ社 

他 

 



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日)

（合併により減少した会

社）・・・・・・・１社

（合併により減少した会

社）・・・・・・・７社

（合併により減少した会

社）・・・・・・・１社

 

（旧） （新）

青森日本電気 
ソフトウェア㈱ NECソフト

ウェア東

北㈱東北日本電気 
ソフトウェア㈱

 

（旧） （新）

トーキン商工㈱

NECトーキ

ン㈱

NECトーキン
富山㈱

NECトーキン
岩手㈱

NECトーキン
栃木㈱

NECトーキン
兵庫㈱

NECトーキン㈱

NECアメリカ社 NECコーポ

ーレーシ

ョン・ オ

ブ・アメ

リカ社

NECソリューショ
ンズ(アメリカ)
社

NEC化合物デバイ
ス㈱

NECエレク

トロニク

ス㈱
NECエレクトロニ
クス㈱

 

 

（旧） （新）

青森日本電気 
ソフトウェア㈱ NECソフト

ウェア東

北㈱東北日本電気 
ソフトウェア㈱



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

２ 持分法の適用に関
する事項

①持分法適用の非連結子会
社数 
…該当事項はありません。

①持分法適用の非連結子会
社数 
…同左

①持分法適用の非連結子会
社数 
…同左

②関連会社に対する投資 
につきましては、持分法を
適用しており、適用会社数
は68社です。 
 

②同左 ②同左

（関連会社）・・・68社 （関連会社）・・・同左 （関連会社）・・・同左
（主な持分法適用会社） （主な持分法適用会社） （主な持分法適用会社）

㈱プレオマート、 
キーウェアソリューション
ズ㈱、 
日本コンピューター・シス
テム㈱、 
㈱南東京ケーブルテレビ、 
アラクサラネットワークス
㈱、 
NECリース㈱、 
日本電気硝子㈱、 
アンリツ㈱、 
日本航空電子工業㈱、 
㈱ホンダエレシス、 
NEC SCHOTT コンポーネン
ツ㈱、 
㈱シンシア、 
㈱トッパンNECサーキット
ソリューションズ、 
華虹半導体有限公司、 
上海広電NEC液晶顕示器有
限公司 
 

㈱プレオマート、 
キーウェアソリューション
ズ㈱、 
日本コンピューター・シス
テム㈱、 
㈱南東京ケーブルテレビ、 
アラクサラネットワークス
㈱、 
NECリース㈱、 
日本電気硝子㈱、 
アンリツ㈱、 
日本航空電子工業㈱、 
㈱ホンダエレシス、 
NEC SCHOTT コンポーネン
ツ㈱、 
㈱シンシア、 
㈱トッパンNECサーキット
ソリューションズ、 
上海広電NEC液晶顕示器有
限公司、 
ソニーNECオプティアーク
㈱、 
アドコアテック㈱ 
 

㈱プレオマート、 
キーウェアソリューション
ズ㈱、 
日本コンピューター・シス
テム㈱、 
㈱南東京ケーブルテレビ、 
アラクサラネットワークス
㈱、 
NECリース㈱、 
日本電気硝子㈱、 
アンリツ㈱、 
日本航空電子工業㈱、 
㈱ホンダエレシス、 
NEC SCHOTT コンポーネン
ツ㈱、 
㈱シンシア、 
㈱トッパンNECサーキット
ソリューションズ、 
華虹半導体有限公司、 
上海広電NEC液晶顕示器有
限公司  
 

当中間連結会計期間の持分
法適用会社の異動は、増加
が武漢烽火移動通信有限公
司、他２社の計３社、減少
がエルピーダメモリ㈱、他
１社の計２社です。

当中間連結会計期間の持分
法適用会社の異動は、増加
がソニーNECオプティアー
ク㈱、アドコアテック㈱、
他１社の計３社、減少がび
わ銀ソフトウェア㈱、他２
社の計３社です。

当連結会計期間の持分法適
用会社の異動は、増加が日
本CIC㈱、他３社の計４
社、減少が東洋通信機㈱、
エルピーダメモリ㈱、他１
社の計３社です。

③持分法を適用しない非連
結子会社および関連会社 
…該当事項はありません。

③同左 ③同左

④日本電子計算機㈱の発行
済株式総数の20％以上を所
有していますが、同社は情
報処理産業振興のため、国
産電子計算機製造社等６社
の共同出資により運営され
ている特殊な会社として関
連会社から除外していま
す。

④同左 ④同左



 

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等
に関する事項

以下の会社を除き、中間決
算は９月期です。

以下の会社を除き、中間決
算は９月期です。

以下の会社を除き、３月決
算です。

NEC・ド・ブラジル社、 
NECソリューションズ・ブ
ラジル社、 
首鋼日電電子有限公司、 
NECアルヘンチーナ社、 
NECチリ社 
他45社 
 
上記の会社は主に中間決算
は６月であり、連結子会社
の中間決算日現在の財務諸
表を使用しています。な
お、中間連結決算日との間
に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を
行っています。

NEC・ド・ブラジル社、 
NECソリューションズ・ブ
ラジル社、 
首鋼日電電子有限公司、 
NECアルヘンチーナ社、 
NECチリ社 
他70社 
 
同左

NEC・ド・ブラジル社、 
NECソリューションズ・ブ
ラジル社、 
首鋼日電電子有限公司、 
NECアルヘンチーナ社、 
NECチリ社 
他58社 
 
上記の会社は主に12月決算
であり、連結子会社の決算
日現在の財務諸表を使用し
ています。なお、連結決算
日との間に生じた重要な取
引については、連結上必要
な調整を行っています。

４ 会計処理基準に関
する事項

連結子会社が採用する会計
処理基準と当社が使用する
会計処理基準とは、おおむ
ね同一です。ただし、海外
の連結子会社が採用する会
計処理基準の一部は、各国
の会計処理基準に準拠して
います。 
 

同左 同左

(1) 重要な資産の評価
基準および評価方
法

① 有価証券
その他有価証券 
・時価のあるもの
…中間連結決算日の市場
価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本
直入法により処理し、
売却原価は移動平均法
により算定)

・時価のないもの
…移動平均法による原価
法 
 

① 有価証券
その他有価証券 
・時価のあるもの
…中間連結決算日の市場
価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資
産直入法により処理
し、売却原価は移動平
均法により算定)

・時価のないもの
…同左

① 有価証券
その他有価証券 
・時価のあるもの
…連結決算日の市場価格
等に基づく時価法(評
価差額は全部資本直入
法により処理し、売却
原価は移動平均法によ
り算定)

・時価のないもの
…同左

② デリバティブ 
   …時価法

② デリバティブ 
同左 
 

② デリバティブ 
同左

③ たな卸資産 
評価基準は以下の評価方法
に基づく低価法を採用して
います。 
評価方法 
 製品 
  注文生産品 
   …主に個別法 
  標準量産品 
   …主に先入先出法 
 仕掛品 
  注文生産品 
   …主に個別法 
  標準量産品 
   …主に総平均法 
 半製品、原材料その他 
   …主に先入先出法

③ たな卸資産 
同左

③ たな卸資産 
同左



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 重要な減価償却資

産の評価基準およ

び評価方法

① 有形固定資産

主として定率法を採用して

います。 

主な耐用年数は以下のとお

りです。 

 建物     ７～50年 

 機械および装置、 

 工具器具および備品 

        ２～22年 

なお、リース資産について

は、リース期間にわたって

定率法により償却していま

す。 

 

① 有形固定資産

同左

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

・ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売数

量に基づく償却方法(主と

して見込有効期間３年以

内）を採用し、自社利用目

的のソフトウェアについて

は、社内における見込利用

可能期間(最長５年)に基づ

く定額法を採用していま

す。 

・連結調整勘定 

連結調整勘定については、

20年以内の効果が及ぶ期間

で均等償却しています。 

 

② 無形固定資産

・ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・のれん 

のれんについては、20年以

内の効果が及ぶ期間で均等

償却しています。 

 

② 無形固定資産

・ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・連結調整勘定 

連結調整勘定については、

20年以内の効果が及ぶ期間

で均等償却しています。 

 

(3) 重要な引当金の計

上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上しています。 

 

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

────── ② 役員賞与引当金 

当社および国内子会社は役

員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度におけ

る支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上して

います。 

 

──────

② 製品保証等引当金 

当社の海外連結子会社は、

製品販売後の無償修理費用

の支出に備えるため売上高

に対する過去の実績率を基

準とした見積額を計上して

います。 

 

③ 製品保証等引当金 

当社および当社の連結子会

社は、製品販売後または受

託開発プログラム引渡後の

無償修理費用の支出に備え

るため売上高等に対する過

去の実績率および個別に追

加原価の発生可能性を基礎

とした見積額を計上してい

ます。

② 製品保証等引当金 

当社および当社の連結子会

社は、製品販売後の無償修

理費用の支出に備えるため

売上高に対する過去の実績

率を基準とした見積額を計

上しています。 

 



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

────── （追加情報） 
製品の無償保証期間中の修
理費用は、従来修理作業等
の発生時に計上しており、
前中間連結会計期間におい
ても修理作業等の発生時に
計上していましたが、前連
結会計年度（下期）より売
上高等に対する過去の実績
率に基づいた見積額を計上
する方法に変更しました。 
この結果、変更後の方法に
よった場合に比べ、前中間
連結会計期間の営業利益は
838百万円少なく、経常損
失は838百万円多く計上さ
れており、税金等調整前中
間純利益は7,556百万円多
く計上されています。 
 
また、「ソフトウェア取引
の収益の会計処理に関する
実務上の取扱い」（実務対
応報告第17号 平成18年３
月30日）を当中間連結会計
期間から適用し、客先納品
後の瑕疵補修費用等の支出
に備えるため、過去の実績
率に基づいた見積額および
個別に追加原価の発生可能
性を基礎とした見積額を計
上しています。この結果、
従来と同一の方法を採用し
た場合と比べ、当中間連結
会計期間の営業利益および
税金等調整前中間純利益
は、それぞれ10,523百万円
減少し、経常損失は10,523
百万円増加しています。 
 

──────

③ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務および
年金資産の見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末
において発生していると認
められる額を計上していま
す。会計基準変更時差異
は、主として15年による按
分額を費用処理していま
す。過去勤務債務は、その
発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数
（主として14年）による定
額法により費用処理してい
ます。数理計算上の差異
は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一
定の年数（主として13年）
による定額法により翌連結
会計年度から費用処理して
います。

④ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務および
年金資産の見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末
において発生していると認
められる額を計上していま
す。会計基準変更時差異
は、主として15年による按
分額を費用処理していま
す。過去勤務債務は、その
発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数
（主として14年）による定
額法により費用処理してい
ます。数理計算上の差異
は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一
定の年数（主として12年）
による定額法により翌連結
会計年度から費用処理して
います。

③ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務および
年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しています。
会計基準変更時差異は、主
として15年による按分額を
費用処理しています。過去
勤務債務は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（主とし
て14年）による定額法によ
り費用処理しています。数
理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数
（主として13年）による定
額法により翌連結会計年度
から費用処理しています。



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

④ 電子計算機買戻損失引 

  当金

電子計算機の買戻時の損失

の補てんに充てるため、過

去の実績に基づいて算出し

た買戻損失発生見込額を計

上しています。 

 

⑤ 電子計算機買戻損失引 

  当金

同左

④ 電子計算機買戻損失引 

  当金

同左

⑤ リサイクル費用引当金 

PCリサイクル制度に基づ

き、販売した家庭用パソコ

ン回収時のリサイクル費用

の支出に備えるため、出荷

台数と回収率をもとに当該

発生見積額を計上していま

す。 

なお、連結会計期間ごと

に、JEITA（電子情報技術

産業協会）の報告書および

当社の連結子会社の回収再

資源化実績等を用いて、引

当にかかる係数を毎期見直

ししていることから、過年

度の修正分を特別利益に計

上しています。 

 

⑥ リサイクル費用引当金 

同左

⑤ リサイクル費用引当金 

同左

(4) 重要な外貨建の資

産または負債の本

邦通貨への換算の

基準

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会

社等の資産および負債は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均

相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分お

よび資本の部における為替

換算調整勘定に含めていま

す。 

 

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会

社等の資産および負債は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均

相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定およ

び少数株主持分に含めてい

ます。

外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してい

ます。なお、在外子会社等

の資産および負債は、連結

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益およ

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分および資本

の部における為替換算調整

勘定に含めています。

(5) 重要なリース取引

の処理方法

借り手のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の売買取引に準じた会計処

理によっています。 

 

同左 同左

(6) 重要なヘッジ会計

の方法

① ヘッジ会計の方法 

金利リスクをヘッジするデ

リバティブ取引につき、繰

延ヘッジ会計を適用してい

ます。 

 

① ヘッジ会計の方法 

同左

① ヘッジ会計の方法 

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対  

  象 

ヘッジ手段 

   …金利スワップ 

ヘッジ対象 

   …社債および借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対  

  象 

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対  

  象 

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

③ ヘッジ方針

当社の内部規定である「リ

スク管理規程」に基づき、

相場変動を相殺、またはキ

ャッシュ・フローを固定す

る目的で、デリバティブ取

引を利用しています。 

 

③ ヘッジ方針 

同左

③ ヘッジ方針 

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

  法

ヘッジ対象の相場変動また

はキャッシュ・フロー変動

の累計と、ヘッジ手段の相

場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しています。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方 

  法 

同左

④ ヘッジ有効性評価の方 

  法 

同左

(7) その他中間連結財

務諸表(連結財務

諸表)作成のため

の重要な事項

① 消費税等の処理方法

税抜方式を採用していま

す。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用してい

ます。 

 

① 消費税等の処理方法

同左 

 

② 連結納税制度の適用

同左 

 

① 消費税等の処理方法

同左 

 

② 連結納税制度の適用

同左  

 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金および現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヵ月以内に満期日の到来す

る短期投資からなります。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金お

よび現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヵ月

以内に満期日の到来する短

期投資からなります。



  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正」（企業会計基準第３号 平成

17年３月16日）および「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を適

用しています。これにより営業利益

および税金等調整前中間純利益はそ

れぞれ2,953百万円増加し、経常損失

は2,953百万円減少しています。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しています。 

 

────── 「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正」（企業会計基準第３号 平成

17年３月16日）および「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を適

用しています。これにより営業利

益、経常利益ならびに税金等調整前

当期純利益は5,910百万円増加してい

ます。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しています。 

 

────── ────── 当社および当社の連結子会社におい

て、製品の無償保証期間中の修理費

用は、従来修理作業等の発生時に計

上していましたが、当期より売上高

に対する過去の実績率に基づいて製

品保証等引当金として計上する方法

に変更しました。この変更は、当下

半期に製品分野別の分析が可能とな

ったことから、財務の健全性を高

め、期間損益計算の適正化を図るこ

とを目的として行ったものです。こ

の変更により、過年度の売上に起因

する製品保証等引当金繰入額8,394百

万円を特別損失に計上し、当期繰入

額7,202百万円は販売費および一般管

理費に計上しています。この結果、

従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、営業利益および経常利益は

1,192百万円それぞれ増加し、税金等

調整前当期純利益は7,202百万円減少

しています。 

また、当中間連結会計期間は変更後

の方法によった場合に比べ、営業利

益は838百万円少なく、経常損失は

838百万円多く計上されており、税金

等調整前中間純利益は7,556百万円多

く計上されています。 

 

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)および「貸借対照表の

純資産の部に表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日)を適用

しています。従来の資本の部の合計

に相当する金額は1,033,162百万円で

す。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しています。

──────



 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

────── 企業結合に係る会計基準等 

当中間連結会計期間より、「企業結

合に係る会計基準」(企業会計審議会

平成15年10月31日)および「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基準

第７号 平成17年12月27日)ならびに

「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」(企業会

計基準適用指針第10号 平成17年12

月27日)を適用しています。この変更

による損益に与える影響は、注記事

項（企業結合等関係）を参照してく

ださい。 

 

──────

────── 自己株式および準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正 

当中間連結会計期間より、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」(企業会計基準第

１号 最終改正平成18年８月11日)お

よび「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第２号 最終

改正平成18年８月11日)を適用してい

ます。これによる損益に与える影響

はありません。 

 

──────

────── 役員賞与に関する会計基準 

当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基準

第４号 平成17年11月29日)を適用し

ています。これにより営業利益およ

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ159百万円減少し、経常損失は

159百万円増加しています。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しています。 

 

──────

────── ストック・オプション等に関する会

計基準等 

当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）および「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第11号

最終改正平成18年５月31日)を適用し

ています。これによる損益に与える

影響は軽微です。

──────



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

──────

(中間連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん」と表示しています。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「のれん償却額」と表示しています。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

摘要
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

※１.有形固定資産の 

     減価償却累計額

 

     1,807,192百万円

 

         1,802,220百万円

 

         1,791,412百万円

※２.担保資産および  

   担保付債務

       

               百万円

          

         百万円

      

         百万円

     担保資産残高 建物        9,905 

機械および装置   1,422 

その他の有形 

固定資産(土地)   8,741 

その他        129 

──────────── 

計        20,197

建物        7,295 

機械および装置   1,466 

その他の有形 

固定資産(土地)   7,135 

その他        121 

──────────── 

計        16,017

建物        6,030 

機械および装置   1,403 

その他の有形 

固定資産(土地)   5,787 

その他        137 

──────────── 

計        13,357

     担保付債務残高 短期借入金     1,720 

長期借入金      3,451 

その他        382 

──────────── 

計         5,553

短期借入金     2,529 

長期借入金      1,501 

その他        313 

──────────── 

計         4,343

短期借入金      1,299 

長期借入金      2,261 

その他        478 

──────────── 

計         4,038

３.偶発債務 

  銀行借入金等に 

   対する債務保証

         百万円 

従業員      17,932 

上海広電NEC液晶 

顕示器           16,548 

トッパンNECサーキッ 

トソリューションズ 2,281 

NEC NEVA  

COMMUNICATIONS 

SYSTEM             2,139 

その他             4,446 

──────────── 

計        43,346  

         

         百万円 

上海広電NEC液晶 

顕示器           21,899 

従業員            14,447 

NEC NEVA  

COMMUNICATIONS 

SYSTEM             1,692 

その他             4,562 

──────────── 

計        42,600

         百万円 

上海広電NEC液晶 

顕示器            16,114 

従業員            15,885 

NEC NEVA  

COMMUNICATIONS  

SYSTEM             1,949 

トッパンNECサーキッ 

トソリューションズ 1,327 

その他       3,080 

──────────── 

計                38,355

  オペレーティン 

  グ・リース残価  

  保証

         百万円 

三井住友銀リース  18,528 

興銀リース         3,197 

The Holt Companies   295 

その他       1,683 

──────────── 

計        23,703

         百万円 

三井住友銀リース 19,806 

東銀リース      3,705 

興銀リース      2,084 

その他        463 

──────────── 

計        26,058

         百万円 

三井住友銀リース 20,079 

興銀リース     1,696 

東銀リース      436 

その他        504

──────────── 

計         22,715



 

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日)

  その他 当社および当社の連結子会

社であるNECエレクトロニ

クス・アメリカ社は、現

在、米国のDRAM業界におけ

る独占禁止法違反の可能性

について、米国司法省の調

査を受けています。また、

当社の連結子会社である

NECエレクトロニクス社お

よびNECエレクトロニク

ス・アメリカ社に対し、独

占禁止法違反による損害賠

償を求める集団訴訟が複数

の裁判所で提起されていま

す。現時点では結論は出て

いませんが、司法省の調査

に関し今後発生する可能性

のある損失見積額を計上し

ています。

当社の連結子会社である

NECエレクトロニクス・ア

メリカ社は、米国DRAM業界

における独占禁止法（反ト

ラスト法）違反行為による

損害賠償を求める、複数の

直接・間接のDRAM製品の購

入者からの民事訴訟（集団

訴訟）および米国の複数の

州の司法長官による訴訟の

被告となっており、過去に

おいて当社グループから直

接DRAMを購入した顧客（直

接購入者の集団訴訟の原告

代理人を含む。）の多くと

和解に合意しましたが、ま

だ一部の顧客について和解

交渉を進めています。ま

た、当社グループは、欧州

においても、DRAM業界にお

ける競争法違反の可能性に

関し欧州委員会が行ってい

る調査に協力し、情報提供

を行っています。これらの

米国での民事訴訟および和

解交渉ならびに欧州委員会

による調査については、現

時点で結論は出ていません

が、米国での民事訴訟およ

び和解交渉に関し今後発生

する可能性のある損失の一

部の見積額を計上していま

す。 

 

当社グループに対して米国

のDRAM業界における独占禁

止法（反トラスト法）違反

の可能性に関する米国司法

省の調査は、同省との和解

により終了しましたが、当

社の連結子会社であるNEC

エレクトロニクス・アメリ

カ社に対し、米国の複数の

州の司法長官により同種の

調査が開始されています。

また、同社は独占禁止法違

反行為による損害賠償を求

める複数の民事訴訟（集団

訴訟）の被告となってお

り、過去にDRAMを販売した

顧客の一部と和解交渉を進

めています。これに加え、

当社グループは、欧州にお

いても、DRAM業界における

競争法違反の可能性に関し

欧州委員会が行っている調

査に協力し、情報提供を開

始しています。これらの州

による調査、民事訴訟、和

解交渉および欧州委員会の

調査については、現時点で

結論は出ていませんが、米

国での民事訴訟および和解

交渉に関し今後発生する可

能性のある損失見積額を計

上しています。

※４.受取手形割引高 

 

454百万円 523百万円 943百万円

※５.受取手形 

   裏書譲渡高 

 

 

3,160百万円 2,149百万円 1,270百万円

※６.中間連結期末日 

     満期手形の会計 

     処理

────── 中間連結期末日満期手形の

会計処理については、当中

間連結会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたもの

として処理しています。 

当中間連結期末日満期手形

の金額は、以下のとおりで

す。 

 受取手形  2,632百万円 

 支払手形  2,439百万円

──────



(中間連結損益計算書関係) 

  

摘要
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１.販売費および 

   一般管理費 

   主要な費目 

   および金額 

 

 

         百万円 

従業員給料手当  177,790 

技術研究費    133,621 

電子計算機買戻 

損失引当金繰入額  2,621 

製品保証等引当金 

繰入額               799 

 

 

                  百万円 

従業員給料手当  177,332 

技術研究費     159,368 

電子計算機買戻 

損失引当金繰入額   1,501 

製品保証等引当金 

繰入額            15,580

 

                  百万円 

従業員給料手当   355,333 

技術研究費     279,349 

電子計算機買戻 

損失引当金繰入額   5,270 

製品保証等引当金 

繰入額             9,198

※２.持分変動利益 エルピーダメモリ㈱の持分

変動によるものです。

主としてNECビッグローブ

㈱の第三者割当増資および

NECネッツエスアイ㈱によ

るNECテレネットワークス

㈱の完全子会社化による持

分変動によるものです。 

 

主としてエルピーダメモリ

㈱および東洋通信機㈱の持

分変動によるものです。

※３.退職給付信託 

   設定益

────── 投資有価証券を退職給付信

託に拠出したことに伴うも

のです。 

 

──────

※４.固定資産売却益 土地の売却等に伴うもので

す。

同左 同左

※５.関係会社株式 

   売却益

エルピーダメモリ㈱、アネ

ルバ㈱の株式売却によるも

のです。

────── エルピーダメモリ㈱、アネ

ルバ㈱等の株式売却による

ものです。 

 

※６.厚生年金基金 

   代行返上益 

 

────── ────── 当社の連結子会社の厚生年

金基金の代行返上によるも

のです。 

 

※７.事業構造改革 

   費用

────── 主にエレクトロンデバイス

事業および中国モバイルタ

ーミナル事業に係る事業整

理に伴う資産処分や従業員

の移籍等に伴う費用です。 

 

主にエレクトロンデバイス

事業に係る事業整理に伴う

資産処分や従業員の移籍等

に伴う費用です。 

 

※８.減損損失 (1)減損損失を認識した資 

   産または資産グループ 

   の概要

(1)減損損失を認識した資 

   産または資産グループ 

   の概要

(1)減損損失を認識した資 

   産または資産グループ 

   の概要

 

用 途 種 類 場 所

遊休資産
土地、 
建物

広島県 
東広島市

遊休資産 土地
宮城県 
白石市

遊休資産 土地
山口県 
宇部市

 

用 途 種 類 場 所

事業用
資産

建物、無
形固定資
産等

東京都
品川区

遊休資産 土地
静岡県
駿東郡他

遊休資産
土地、
建物

宮城県
仙台市

遊休資産 土地
宮城県
伊具郡  

用 途 種 類 場 所

遊休資産
土地、 
建物

広島県 
東広島市

遊休資産 土地
宮城県 
白石市

遊休資産 土地
山口県 
宇部市

遊休資産
土地、 
その他

熊本県 
熊本市



 
  

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日)

(2)減損損失の認識に至っ 

   た経緯 

事業用固定資産における収

益性の低下および遊休資産

における市場価値の下落に

より投資額の回収が見込め

なくなったため、減損損失

を特別損失として計上して

います。 

 

(3)減損損失の金額 

                  百万円 

建物              275 

土地              207 

──────────── 

合計               482 

 

 

(2)減損損失の認識に至っ 

   た経緯 

事業用固定資産における収

益性の低下および遊休資産

における市場価値の下落に

より投資額の回収が見込め

なくなったため、減損損失

を特別損失として計上して

います。 

 

(3)減損損失の金額 

                  百万円 

建物              144 

土地              299 

無形固定資産         671 

その他              169  

──────────── 

合計             1,283 

 

(2)減損損失の認識に至っ 

   た経緯 

事業用固定資産における収

益性の低下および遊休資産

における市場価値の下落に

より投資額の回収が見込め

なくなったため、減損損失

を特別損失として計上して

います。 

 

(3)減損損失の金額 

                  百万円 

建物              453 

土地              207 

その他                1  

──────────── 

合計               661 

 

 

(4)資産のグルーピングの 

   方法  

原則として、当社の事業本

部単位および継続的に収支

の把握を行っている管理会

計上の区分を基礎として資

産のグルーピングを行い、

遊休資産については当該資

産単独でグルーピングをし

ています。  

 

(4)資産のグルーピングの 

   方法  

原則として、当社の事業本

部単位および継続的に収支

の把握を行っている管理会

計上の区分を基礎として資

産のグルーピングを行い、

遊休資産については当該資

産単独でグルーピングをし

ています。  

 

(4)資産のグルーピングの 

   方法  

原則として、当社の事業本

部単位および継続的に収支

の把握を行っている管理会

計上の区分を基礎として資

産のグルーピングを行い、

遊休資産については当該資

産単独でグルーピングをし

ています。  

 

(5)回収可能額の算定方法  

事業用資産の回収可能価額

は、正味売却価額と使用価

値のいずれか高い方の金額

を使用しています。遊休資

産については、正味売却価

額を使用しています。  

正味売却価額は、固定資産

税評価額等を基準にして合

理的に算定しています。使

用価値については将来キャ

ッシュ・フローがマイナス

のため、備忘価額により評

価しています。 

 

(5)回収可能額の算定方法  

事業用資産の回収可能価額

は、正味売却価額と使用価

値のいずれか高い方の金額

を使用しています。遊休資

産については、正味売却価

額を使用しています。  

正味売却価額は、固定資産

税評価額等を基準にして合

理的に算定しています。使

用価値については将来キャ

ッシュ・フローがマイナス

のため、備忘価額により評

価しています。

(5)回収可能額の算定方法  

事業用資産の回収可能価額

は、正味売却価額と使用価

値のいずれか高い方の金額

を使用しています。遊休資

産については、正味売却価

額を使用しています。  

正味売却価額は、固定資産

税評価額等を基準にして合

理的に算定しています。使

用価値については将来キャ

ッシュ・フローがマイナス

のため、備忘価額により評

価しています。

※９ 退職給付関連 

   費用 

 

当社の連結子会社における

退職給付制度の移行等に伴

う費用です。 

 

同左 同左

※10 製品保証等引  

   当金繰入額

────── ────── 過年度の売上に起因する製

品保証等引当金繰入額で

す。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

    当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

    １ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、以下のとおりです。 

 当社とNECインフロンティア㈱との株式交換において当社がNECインフロンティア㈱に付与したこと 

  による増加 ・・・・・・・・33,631千株 

  
    ２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、以下のとおりです。 

 当社とNECインフロンティア㈱との株式交換においてNECインフロンティア㈱が取得した当社株式 

                ・・・743千株 

  単元未満株式の買取りによる増加・・・276千株 

減少数の主な内訳は、以下のとおりです。 

 単元未満株式の買増しによる減少 ・・・43千株 

  

    ３ 新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションに関する事項につきましては（ストック・オプション等関係）に注記しています。 
  

    ４ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

  (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期 

   間の末日後となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 1,995,923 33,632 ― 2,029,555

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 2,974 1,023 45 3,952

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月22日 
定時株主総会

普通株式 5,979 ３ 平成18年３月31日 平成18年６月23日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月21日 
取締役会

普通株式 8,105 ４ 平成18年９月30日 平成18年12月１日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

摘要
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 現金および現金 

   同等物の中間期 

   末（期末）残高 

   と中間連結貸借 

   対照表（連結貸 

   借対照表）に掲 

   記されている科 

   目の金額との関 

   係 

 

 

百万円

現金および預金 387,889

有価証券 31,509

満期日が３ヵ月を 
超える預金および 
有価証券 △322

現金および
現金同等物 419,076  

百万円

現金および預金 347,815

有価証券 93,303

満期日が３ヵ月を
超える預金および 
有価証券 △1,326

現金および
現金同等物 439,792

 

百万円

現金および預金 404,303

有価証券 49,242

満期日が３ヵ月を 
超える預金および 
有価証券 △1,175

現金および 
現金同等物 452,370

２ 重要な非資金取引 

  の内容

         百万円 

株式交換      45,139 

ファイナンス・      

リース       4,489 

転換社債の普通株式 

への転換              2

         百万円 

株式交換      24,405 

ファイナンス・      

リース        5,645 

転換社債の普通株式 

への転換              2

         百万円 

株式交換      45,139 

ファイナンス・      

リース       10,741 

転換社債の普通株式 

への転換              2



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

オペレーティングリース取引 

(借手側) 

未経過リース料

１年内 31,939 百万円

１年超 114,401

 合計 146,340

オペレーティングリース取引 

(借手側) 

未経過リース料

１年内 42,939 百万円

１年超 158,027

 合計 200,966

オペレーティングリース取引 

(借手側) 

未経過リース料

１年内 39,543 百万円

１年超 159,528

 合計 199,071



(有価証券関係) 

     前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

  

   １.その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

   ２.時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額 

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

１. 株式 70,189 160,430 90,241

２. 債券 16 12 △4

３. その他 124 98 △26

 合計 70,329 160,540 90,211

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

その他有価証券

１. 株式 65,066

２. 債券 10

３. 投資事業有限責任組合契約に基
   づく権利、および外国の法令に 
     基づく契約であって、投資事 
     業有限責任組合契約に類するも 
     のに基づく権利

7,298

４. コマーシャル・ペーパー 25,390

５. MMF 4,820



     当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

   １.その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

   ２.時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額 

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

１. 株式 65,637 168,787 103,150

２. 債券 900 936 36

３. その他 1,361 1,311 △50

 合計 67,898 171,034 103,136

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

その他有価証券

１. 株式 74,085

２. 債券 25,987

３. 投資事業有限責任組合契約に基
     づく権利、および外国の法令に 
     基づく契約であって、投資事業 
     有限責任組合契約に類するもの 
     に基づく権利

7,017

４. コマーシャル・ペーパー 54,085

５. MMF 12,862
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     前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

  

   １.その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

    ２.時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額 

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

１. 株式 70,685 196,050 125,365

２. 債券 816 811 △5

３. その他 1,159 992 △167

 合計 72,660 197,853 125,193

連結貸借対照表
計上額(百万円)

その他有価証券

１. 株式 56,632

２. 債券 7,709

３. 投資事業有限責任組合契約に基
     づく権利、および外国の法令に 
     基づく契約であって、投資事業 
     有限責任組合契約に類するもの 
     に基づく権利

7,679

４. コマーシャル・ペーパー 40,015

５. MMF 3,809



(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

  

  

対象物の
種類

取引の種類

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計期間末 
（平成18年３月31日）

契約等 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約等 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

通 貨 為替予約取引 17,066 △ 536 △536 32,900 △2,354 △2,354 46,638 △1,656 △1,656

スワップ取引 5,315 77 77 ― ― ― 3,872 △131 △131

オプション取引 5,629 117 117 ― ― ― ― ― ―

金 利 スワップ取引 408,760 △7,225 △7,225 399,925 △5,194 △5,194 402,620 △6,230 △6,230

合  計 436,770 △7,567 △7,567 432,825 △7,548 △7,548 453,130 △8,017 △8,017



(ストック・オプション等関係) 

    当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．当中間連結会計期間における費用計上額および科目名 

       販売費および一般管理費           66百万円 

  

  

 ２．ストック・オプションの内容、規模および変動状況 

    (1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成18年６月22日 平成17年６月22日

付与対象者の区分および人数
当社取締役14名、当社従業員および
子会社社長158名

当社取締役15名、当社従業員および
子会社社長161名

株式の種類および付与数（注） 普通株式 304,000株 普通株式 300,000株

付与日 平成18年７月28日 平成17年７月11日

権利確定条件 権利確定条件は付されていません。 権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成20年８月１日
～平成24年７月31日

平成19年７月１日 
～平成23年６月30日

権利行使価格               636円             637円

付与日における公正な評価単価               190円 ―

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年６月22日 平成15年６月19日

付与対象者の区分および人数
当社取締役15名、当社従業員および
子会社社長159名

当社取締役15名、当社従業員および
子会社社長171名

株式の種類および付与数（注） 普通株式 289,000株 普通株式 313,000株

付与日 平成16年７月12日 平成15年７月10日

権利確定条件 権利確定条件は付されていません。 権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年７月１日
～平成22年６月30日

平成17年７月１日 
～平成21年６月30日

権利行使価格               801円             769円

付与日における公正な評価単価 ― ―

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月20日 平成13年６月21日

付与対象者の区分および人数
当社取締役15名、当社従業員および
子会社社長218名

当社取締役16名、当社従業員154名

株式の種類および付与数（注） 普通株式 358,000株 普通株式 310,000株

付与日 平成14年７月10日 平成13年７月２日

権利確定条件 権利確定条件は付されていません。 権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成16年７月１日
～平成20年６月30日

平成15年７月１日 
～平成19年６月30日

権利行使価格               888円             1,818円

付与日における公正な評価単価 ― ―
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 （注）株式数に換算して記載しています。 

  

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分および人数 当社取締役17名、当社従業員152名

株式の種類および付与数（注） 普通株式 301,000株

付与日 平成12年７月３日

権利確定条件 権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成14年７月１日
～平成18年６月30日

権利行使価格              3,294円

付与日における公正な評価単価 ―

会社名 NECエレクトロニクス㈱ NECエレクトロニクス㈱

決議年月日 平成18年６月27日 平成15年６月13日

付与対象者の区分および人数
NECエレクトロニクス㈱の取締役４
名、同社従業員および同社の子会社
社長等26名

NECエレクトロニクス㈱の取締役３
名、同社従業員および同社の子会社
社長等171名

株式の種類および付与数（注） 普通株式 75,000株 普通株式 313,500株

付与日 平成18年７月13日 平成15年10月17日

権利確定条件

オプションは付与日の２年後に権利
が確定し、原則として、オプション 
を付与された者が権利行使日に当社
グループに役務を提供していること
を条件としています。行使の条件
は、株式分割または併合が行われた
場合には調整されます。この制度で
はオプションを付与された者が行使
日より前に退職した場合は、通常、
自動的にオプションは消滅します
が、行使期間内に退職した場合は、
通常、退職後１年間は行使可能で
す。

オプションは付与日の２年後に権利
が確定し、原則として、オプション 
を付与された者が権利行使日に当社
グループに役務を提供しているこ
と、同社の2004年３月期の連結税引
前利益が440億円以上であることを
条件としています。行使の条件は、
株式分割または併合が行われた場合
には調整されます。この制度ではオ
プションを付与された者が行使日よ
り前に退職した場合は、通常、自動
的にオプションは消滅しますが、行
使期間内に退職した場合は、通常、
退職後１年間は行使可能です。

対象勤務期間
平成18年７月13日
～平成20年７月12日

平成15年10月17日 
～平成17年10月16日

権利行使期間
平成20年７月13日
～平成24年７月12日

平成17年10月17日 
～平成19年10月16日

権利行使価格              3,927円             8,990円

付与日における公正な評価単価                937円 ―
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    (2) ストック・オプションの規模および変動状況 
  

 
  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成18年６月22日 平成17年６月22日 平成16年６月22日

権利確定前

 期首(株) － － －

 付与(株) 304,000 － －

 失効(株) － － －

 権利確定(株) 304,000 － －

 未確定残(株) － － －

権利確定後

 期首(株) － 300,000 289,000

 権利確定(株) 304,000 － －

 権利行使(株) － － －

 失効(株) － － －

 未行使残(株) 304,000 300,000 289,000

提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年６月19日 平成14年６月20日 平成13年６月21日

権利確定前

 期首(株) － － －

 付与(株) － － －

 失効(株) － － －

 権利確定(株) － － －

 未確定残(株) － － －

権利確定後

 期首(株) 313,000 202,000 93,000

 権利確定(株) － － －

 権利行使(株) （注）2,000 － －

 失効(株) 111,000 30,000 22,000

 未行使残(株) 200,000 172,000 71,000

（注）権利行使時の株価の平均値は859円です。

提出会社 NECエレクトロニクス㈱ NECエレクトロニクス㈱

決議年月日 平成12年６月29日 平成18年６月27日 平成15年６月13日

権利確定前

 期首(株) － － －

 付与(株) － 75,000 －

 失効(株) － － －

 権利確定(株) － － －

 未確定残(株) － 75,000 －

権利確定後

 期首(株) 70,000 － 291,500

 権利確定(株) － － －

 権利行使(株) － － －

 失効(株) 70,000 － －

 未行使残(株) － － 291,500



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

IT/NWソリ 
ューション 
事業

モバイル/ 
パーソナル
ソリューシ
ョン事業

エレクトロ
ンデバイス
事業

その他 計
消去または
全社

連結

 
(百万円)

 
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 
(百万円)

 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
    対する売上高

1,187,869 497,294 377,743 220,873 2,283,779 ― 2,283,779

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

53,213 82,740 20,685 80,809 237,447 △237,447 ―

計 1,241,082 580,034 398,428 301,682 2,521,226 △237,447 2,283,779

営業費用 1,189,191 595,744 408,764 296,272 2,489,971 △211,194 2,278,777

営業利益または営業損失
（△）

51,891 △15,710 △10,336 5,410 31,255 △26,253 5,002

IT/NWソリ 
ューション 
事業

モバイル/ 
パーソナル
ソリューシ
ョン事業

エレクトロ
ンデバイス
事業

その他 計
消去または
全社

連結

 
(百万円)

 
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 
(百万円)

 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
    対する売上高

1,206,550 419,695 408,633 186,726 2,221,604 ― 2,221,604

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

57,923 79,319 18,412 87,175 242,829 △242,829 ―

計 1,264,473 499,014 427,045 273,901 2,464,433 △242,829 2,221,604

営業費用 1,208,913 536,356 431,291 258,590 2,435,150 △221,050 2,214,100

営業利益または営業損失
（△）

55,560 △37,342 △4,246 15,311 29,283 △21,779 7,504

IT/NWソリ 
ューション 
事業

モバイル/ 
パーソナル
ソリューシ
ョン事業

エレクトロ
ンデバイス
事業

その他 計
消去または
全社

連結

 
(百万円)

 
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 
(百万円)

 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
    対する売上高

2,653,732 1,077,198 771,625 427,415 4,929,970 ― 4,929,970

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

108,683 173,059 44,313 171,454 497,509 △497,509 ―

計 2,762,415 1,250,257 815,938 598,869 5,427,479 △497,509 4,929,970

営業費用 2,581,583 1,305,573 846,732 581,247 5,315,135 △457,691 4,857,444

営業利益または営業損失
（△）

180,832 △55,316 △30,794 17,622 112,344 △39,818 72,526



(注) １ 提供する製品およびサービスの種類、性質、販売市場の類似性を考慮して事業区分を行っています。 

２ 各事業の主な内容 

 
３ 営業費用のうち「消去または全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中間連結会計期間22,855

百万円、前中間連結会計期間24,981百万円、前連結会計年度48,394百万円であり、その主なものは、親会社

の本社部門一般管理費および基礎的試験研究費です。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 役員賞与に関する会計基準」に記載のとお

り、当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）

を適用しています。なお、同会計基準の適用に伴う各セグメントへの影響は軽微です。 

５ 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）および「『退職給

付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３月16日）を

適用しており、当該変更により営業利益が、前中間連結会計期間では2,953百万円（IT/NWソリューション事

業2,326百万円、モバイル/パーソナルソリューション事業216百万円、その他411百万円）、前連結会計年度

では5,910百万円（IT/NWソリューション事業4,655百万円、モバイル/パーソナルソリューション事業431百

万円、その他824百万円）増加しております。 

  

IT/NWソリューション事業・・・・・・・・・・・システム構築、コンサルティング、アウトソーシン

グ、サポート(保守)、サーバ、ストレージ製品、専用

ワークステーション、企業向けパソコン、ITソフトウ

ェア、企業向けネットワークシステム、通信事業者向

けネットワークシステム、放送映像システム、制御シ

ステム、航空宇宙・防衛システム

モバイル/パーソナルソリューション事業・・・・携帯電話機、パソコン、パーソナルコミュニケーショ

ン機器、BIGLOBE

エレクトロンデバイス事業 ・・・・・・・・・・システムLSIなどの半導体、電子部品、液晶ディスプレ

イモジュール



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的接近度によっています。 

２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

  欧州・・・イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 役員賞与に関する会計基準」に記載のとお

り、当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）

を適用しています。なお、同会計基準の適用に伴う各セグメントへの影響は軽微です。 

４ 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）および「『退職給

付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３月16日）を

適用しており、当該変更により営業利益が、前中間連結会計期間では2,953百万円（日本）、前連結会計年

度では5,910百万円（日本）増加しております。 
  

日本 欧州 その他 計
消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1)外部顧客に 
     対する売上高

1,780,208 217,710 285,861 2,283,779 ― 2,283,779

 (2)セグメント間の内部 
     売上高または振替高

213,031 7,989 113,095 334,115 △334,115 ―

     計 1,993,239 225,699 398,956 2,617,894 △334,115 2,283,779

営業費用 1,991,471 226,212 394,941 2,612,624 △333,847 2,278,777

営業利益または営業損失
（△）

1,768 △513 4,015 5,270 △268 5,002

日本 欧州 その他 計
消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1)外部顧客に 
     対する売上高

1,712,997 215,209 293,398 2,221,604 ― 2,221,604

 (2)セグメント間の内部 
   売上高または振替高

215,714 9,860 97,713 323,287 △323,287 ―

     計 1,928,711 225,069 391,111 2,544,891 △323,287 2,221,604

営業費用 1,919,243 225,634 390,754 2,535,631 △321,531 2,214,100

営業利益または営業損失
（△）

9,468 △565 357 9,260 △1,756 7,504

日本 欧州 その他 計
消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1)外部顧客に 
     対する売上高

3,825,580 494,330 610,060 4,929,970 ― 4,929,970

 (2)セグメント間の内部 
     売上高または振替高

440,730 20,007 256,735 717,472 △717,472 ―

     計 4,266,310 514,337 866,795 5,647,442 △717,472 4,929,970

営業費用 4,203,954 512,159 862,437 5,578,550 △721,106 4,857,444

営業利益または営業損失
（△）

62,356 2,178 4,358 68,892 3,634 72,526



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的接近度によっています。 

２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

  欧州・・・イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

  

  

欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 252,050 363,260 615,310

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 2,283,779

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 11.0 15.9 26.9

欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 233,790 389,405 623,195

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 2,221,604

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 10.5 17.6 28.1

欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 555,107 789,575 1,344,682

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 4,929,970

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 11.3 16.0 27.3



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．前中間連結会計期間および当中間連結会計期間ならびに前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり中間 

  （当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間（当期）純損失であるため 

  記載していません。 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 513.17円 １株当たり純資産額 510.06円 １株当たり純資産額 516.62円

１株当たり中間純損失 0.16円 １株当たり中間純損失 4.94円 １株当たり当期純損失 5.26円

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前中間連結会計期間末
平成17年９月30日

当中間連結会計期間末
平成18年９月30日

前連結会計年度末 
   平成18年３月31日

１株当たり純資産額（百万円）

 純資産の部の合計額 ―  1,238,730  ―  

 純資産の部の合計額から控
 除する金額

―  205,559  ―  

 （うち新株予約権） ―  (66) ―  

 （うち少数株主持分） ―  (205,493) ―  

 普通株式に係る中間期末の
 純資産額

―  1,033,171  ―  

 １株当たり純資産額の算定
 に用いられた中間期末の普 
 通株式の数（千株）

―  2,025,603  ―  

３．１株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損
失（百万円）

 中間（当期）純損失 △331           △9,927             △10,062

 普通株主に帰属しない金額 △8 38                  342

 （うち利益処分による役員
  賞与金）

(―) (―)                 (200)

 （うち配当付償還株式） (△8) (38)                 (142)

 普通株式に係る中間（当 
  期）純損失

△323 △9,965  △10,404 

 普通株式の期中平均株式数
 （千株）

       1,964,712 2,016,334  1,977,778 



  

  (企業結合等関係) 

    当中間連結会計期間 （自平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

Ⅰ.株式交換による共通支配下の取引（NECネッツエスアイ㈱） 

 １.結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、取引  

   の目的を含む取引の概要 

   (1)結合当事企業：当社、当社連結子会社であるNECネッツエスアイ株式会社（以下「NECネッツ 

           エスアイ」という。）、NECテレネットワークス株式会社（以下「NECテレネ 

           ットワークス」という。）。なお、両社の名称は、企業結合後も変更ありま 

           せん。 

     (2)事業内容：NECネッツエスアイ：ネットワークシステムに関する企画・コンサルティング 

                  および設計・構築。 

                  NECテレネットワークス：交換、搬送通信、無線通信（マイクロ・衛星）、通信制 

                  御、放送映像、宇宙関連の機器・設備に関する保守サービス。 

     (3)企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要 

        ネットワーク・ソリューション分野における保守・運用サービス事業の強化および効率化を 

    目的とし、平成18年４月１日、NECテレネットワークスをNECネッツエスアイの完全子会社と 

    する株式交換を実施しました。この株式交換によりNECテレネットワークスは、当社の完全子 

    会社からNECネッツエスアイの完全子会社（当社の孫会社）となり、当社はNECネッツエスア  

    イの株式を追加取得しました。この取引により当社のNECネッツエスアイに対する持分比率は 

    11.48％増加しています。 

 

 ２.実施した会計処理の概要 

    「企業結合に係る会計基準三 ４ 共通支配下の取引等の会計処理 (2)少数株主との取引」に規定 

     する連結財務諸表における会計処理を適用しています。 

   NECネッツエスアイには、少数株主が存在するため、NECテレネットワークスの当社持分減少額と 

     NECテレネットワークスの事業が移転されたとみなされる額の差額を持分変動利益として特別利 

   益に計上しています。当社がNECネッツエスアイに追加投資したとみなされる額と追加取得持分 

     の差額は、のれんに計上しています。 

 

  ３.子会社株式の追加取得に関する事項 

     (1)取得した事業の取得原価 6,780百万円 

    内訳：NECテレネットワークス株式 

     (2)株式交換比率 

        普通株式 NECネッツエスアイ 26.051株 ： NECテレネットワークス １株 

     (3)交換比率の算定方法 

        第三者機関が算定した結果を参考として、当事者間において決定しました。 

     (4)NECネッツエスアイが当社に交付した株式数および評価額 7,815,300株  6,780百万円 

     (5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法ならびに償却期間 

        ①のれんの金額 581百万円 

        ②発生原因 企業結合時の時価が、取得原価を上回ったために発生しています。 

        ③償却方法・償却期間 ２年間の均等償却を行っています。 

  



 

Ⅱ.株式交換による共通支配下の取引（NECインフロンティア㈱） 

 １.結合当事企業または対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、取引  

   の目的を含む取引の概要 

     (1)結合当事企業：当社および当社連結子会社であるNECインフロンティア株式会社（以下「NEC 

           インフロンティア」という。）。なお、企業結合後も名称に変更はありませ 

           ん。 

     (2)事業内容：情報通信システム、業務用端末機器などの開発、製造、販売、システムソリュー 

         ション事業 

     (3)企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要 

      NECグループにおけるIPテレフォニー事業の強化を目的とし、平成18年５月１日に当社を完 

    全親会社、NECインフロンティアを完全子会社とする株式交換を実施しました。本株式交換に 

    より当社は、NECインフロンティアの株式を34.29%を取得し、NECインフロンティアは、当社 

    の完全子会社となりました。 

 

 ２.実施した会計処理の概要 

    「企業結合に係る会計基準三 ４ 共通支配下の取引等の会計処理 (2)少数株主との取引」に規定 

     する連結財務諸表における会計処理を適用しています。当社がNECインフロンティアに追加投資 

   したとみなされる金額と追加取得持分の差額は、のれんに計上しております。 

 

  ３.子会社株式の追加取得に関する事項 

     (1)取得した事業の取得原価 24,405百万円 

        内訳：当社株式24,382百万円、取得に直接要した支出額23百万円 

     (2)株式交換比率 

        普通株式 当社 0.774株 ： NECインフロンティア １株 

     (3)交換比率の算定方法 

        第三者機関が算定した結果を参考として、当事者間において決定しました。 

     (4)交付の株式数および評価額 33,630,520株  24,382百万円 

   (5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間 

        ①のれんの金額 12,916百万円 

        ②発生原因 企業結合時の時価が、取得原価を上回ったために発生しています。 

        ③償却方法・償却期間 15年間の均等償却を行っています。 

  



 

Ⅲ.事業分離取引（ソニーNECオプティアーク㈱） 

 １.分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離および法的形式 

   を含む事業分離の概要 

     (1)分離先企業の名称：ソニーNECオプティアーク株式会社（以下「ソニーNECオプティアーク」 

             という。） 

     (2)分離した事業の内容：光ディスクドライブ製品の開発、設計、製造、マーケティング、販売 

     (3)事業分離を行った主な理由 

        ソニー株式会社(以下「ソニー」という。)の光ディスクドライブ事業との事業統合により、 

    光ディスクドライブ事業の強化を目的としています。 

     (4)事業分離日および法的形式を含む事業分離の概要 

        当社とソニーは、平成18年４月１日を分割期日として両社の営む光ディスクドライブ製品に 

    関する事業を会社分割し、新設するソニーNECオプティアーク株式会社に承継しました。この 

    事業分離により、当社のソニーNECオプティアークの持分比率は、45％となりました。 

    この持分比率については、両社の拠出した事業が生み出す将来キャッシュ・フローを第三者 

    機関により算定した結果を参考として、当事者間において決定しました。 

 

  ２.実施した会計処理の概要 

     「事業分離等に関する会計基準 分離元企業の会計処理」に規定する連結財務諸表上の会計処理 

     を適用しています。当社のソニーNECオプティアークに対する持分比率は、45%であるため、ソニ 

   ーNECオプティアークを持分法適用会社としています。なお、事業部分離時の持分変動損益は、 

   軽微です。 

 

 ３.事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

   IT/NWソリューションセグメント 

 

 ４.当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

    概算額は軽微なため、記載を省略しています。 

  

 

Ⅳ.共同支配企業の形成（アドコアテック㈱） 

 １.共同支配企業の名称、事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要 

     (1)共同支配企業の名称：アドコアテック株式会社（以下「アドコアテック」という。） 

     (2)事業の内容：第３世代以降の携帯電話機の通信技術の中核を担う「通信プラットフォーム」 

    の開発・設計・技術ライセンス 

     (3)企業結合の法的形式：共同支配企業の形成 

     (4)取引の目的を含む取引の概要:当社、当社の連結子会社であるNECエレクトロニクス株式会社   

    （以下「NECエレクトロニクス」という。）、松下電器産業株式会社（以下「松下電器」とい 

    う。）、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社（以下「パナソニックモバイ 

    ル」という。）、テキサス・インスツルメンツの５社で、携帯電話機の共同開発会社を設立 

    しました。 

    将来的な3.9Gの開発も視野に入れながら、最先端の3.5G通信技術の中核を担う通信プラット 

    フォームを共同で先行開発し、その成果をグローバルにライセンス販売することにより、世 

    界の携帯電話産業の発展に貢献していくことを目的としています。なお当社およびNECエレク 

    トロニクスの当中間連結会計期間末における出資額は2,650百万円です。  

 

 ２.実施した会計処理の概要 

   アドコアテックの株主は、当社およびNECエレクトロニクス、松下電器およびパナソニックモ 

   バイル、テキサス・インスツルメンツの３グループより構成されますが、保有株式が多い上位 

   ２グループ、当社およびNECエレクトロニクスが保有する株式数の合計と松下電器およびパナソ 

   ニックモバイルが保有する株式数の合計が一致するため、共同支配企業の「企業結合に係る 

   会計基準三 ３持分の結合の会計処理(7)共同支配企業の形成」に規定する連結財務諸表におけ 

   る会計処理を適用しています。当社は、アドコアテックを持分法適用会社としています。 

  



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社および関西日本電気㈱は、平

成17年８月25日付でキヤノン㈱との

間で締結したNECマシナリー㈱の株

式の公開買付に関する契約に基づ

き、当社および関西日本電気㈱が保

有する同社の全株式を平成17年10月

12日に売却しました。 

 公開買付ならびにNECマシナリー

㈱の概要は次のとおりです。 

 

(公開買付の概要) 

 当社 

  売却株数 3,120,000株 

  売却額  3,781百万円 

 関西日本電気㈱ 

  売却株数 1,120,000株 

  売却額  1,357百万円 

 

(NECマシナリー㈱の概要) 

・商号 NECマシナリー株式会社 

・主な事業内容 半導体製造装置 

 のうち後工程およびFA装置等の 

 開発・製造・販売

 平成18年10月以降、①SRAM業界に

おける独占禁止法（反トラスト法・

競争法）違反の可能性に関する米国

司法省および欧州委員会の調査（平

成18年10月開始）、②半導体業界に

おける韓国独占禁止法違反の可能性

に関する韓国公正取引委員会の調査

（平成18年10月開始）、ならびに③

TFT液晶ディスプレー業界における

独占禁止法違反の可能性に関する日

本公正取引委員会、米国司法省、欧

州委員会、韓国公正取引委員会およ

びカナダ競争当局の調査（平成18年

12月開始）が開始され、当社グルー

プもその対象となっています。ま

た、SRAM業界における独占禁止法違

反の可能性に関する米国司法省の調

査開始後、NECエレクトロニクス・

アメリカ社に対し、独占禁止法（反

トラスト法）違反行為による損害賠

償を求める複数の民事訴訟（集団訴

訟）が提起されています。さらに、

TFT液晶ディスプレー業界における

独占禁止法違反の可能性に関する米

国司法省の調査開始後、当社、NEC

液晶テクノロジー㈱およびNECエレ

クトロニクス・アメリカ社に対し、

独占禁止法（反トラスト法）違反行

為による損害賠償を求める複数の民

事訴訟（集団訴訟）が提起されてい

ます。これらの当局による調査およ

び米国における民事訴訟について

は、現時点で結論は出ていません。 

 

 当社および当社の連結子会社が平

成15年11月に発売した液晶TV搭載デ

スクトップパソコン「VALUESTAR 

H」および「VALUESTAR G タイプH

（Web直販専用モデル）」につい

て、本製品の電源ユニットに使用し

ている一部の部品の不良により発熱

し、発煙・発火に至る可能性がある

ことが判明しました。 

 平成18年12月18日に当社および当

社の連結子会社は、お客様に当該製

品を安全にお使いいただくため、お

客様のご使用を中止していただき、

無償にて製品をお預かりのうえ、部

品交換を行う旨、告知しました。 

 なお、当該事象により告知日以降

の製品のお預かりや部品交換等にか

かる費用は、当社の連結子会社にて

発生しますが、現時点では発生費用

についての合理的な見積りが困難な

状況です。当社の個別財務諸表への

重要な影響はありません。

 当社は、NECインフロンティア㈱

との間で株式交換契約を締結し、こ

れに基づき、平成18年５月１日付で

株式交換により同社を完全子会社と

しました。この株式交換に際し、当

社は、新株式33,630,520株を発行

し、当社を除くNECインフロンティ

ア㈱の株主に対して、その所有する

NECインフロンティア㈱株式１株に

つき、当社株式0.774株を割当交付

しました。



(2) 【その他】 

  

当社は、郵政省（現日本郵政公社）が一般競争入札の方法により発注した郵便区分機類の受注に係る

独占禁止法違反被疑事件において、排除措置を命じた公正取引委員会の審決を取り消す旨の東京高等裁

判所の判決を得ましたが、公正取引委員会がこれを不服として、最高裁判所に上告受理の申立てを行っ

ており、また、同委員会との間で課徴金の納付に係る審判手続が進められています。 

 DRAM業界における独占禁止法違反の可能性については注記事項 （中間連結貸借対照表関係）３.偶発

債務 その他を参照して下さい。 

 SRAM業界における独占禁止法違反の可能性、半導体業界における独占禁止法違反の可能性、TFT液晶

ディスプレー業界における独占禁止法違反の可能性については注記事項（重要な後発事象）を参照して

下さい。 

  

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金および預金 75,480 65,612 76,512

   受取手形 3,448 3,608 3,145

   売掛金 292,947 285,667 405,315

   たな卸資産 199,276 189,616 152,386

   関係会社 
   短期貸付金

62,405 51,830 59,315

   その他 140,461 159,531 170,213

   貸倒引当金 △818 △905 △781

   流動資産合計 773,201 32.2 754,960 32.4 866,107 35.2

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    建物 81,393 77,139 79,989

    機械および装置 22,179 20,889 22,354

    工具器具 
    および備品

38,238 33,661 38,724

    その他 62,487 60,563 60,420

計 204,298 192,254 201,488

   無形固定資産 110,868 64,930 90,745

   投資その他の資産

    投資有価証券 194,484 231,280 228,945

    関係会社株式 704,023 737,039 712,511

    関係会社 
    長期貸付金

51,486 40,280 43,559

    前払退職給付 
    費用

171,247 159,839 162,313

    繰延税金資産 163,111 133,736 125,686

    その他 76,817 62,157 76,844

    貸倒引当金 △49,284 △44,118 △49,765

計 1,311,887 1,320,214 1,300,095

   固定資産合計 1,627,053 67.8 1,577,399 67.6 1,592,329 64.8

   資産合計 2,400,255 100.0 2,332,359 100.0 2,458,437 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 66 64 129

   買掛金 414,740 427,439 532,075

   短期借入金 76,540 45,249 59,813

   一年以内に 
   償還予定の社債

― 145,998 128,998 

   役員賞与引当金 ― 82 ―

   製品保証等引当金 ― 17,620 ―

   債務保証等 
   損失引当金

― 7,482 ―

   製品保証引当金 ― ― 5,762 

   その他 362,800 303,250 268,918 

   流動負債合計 854,147 35.6 947,186 40.6 995,696 40.5

Ⅱ 固定負債

   社債 203,300 157,300 203,300

   転換社債 297,904 197,904 197,906

   長期借入金 23,112 14,134 20,569

   電子計算機買戻 
   損失引当金

23,233 17,688 19,531

   債務保証等 
   損失引当金

― 757 ―

   その他 20,633 4,464 16,582

   固定負債合計 568,184 23.7 392,249 16.8 457,889 18.6

   負債合計 1,422,331 59.3 1,339,435 57.4 1,453,585 59.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 337,821 14.1 ― ― 337,821 13.7

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 412,357 ― 412,357

   資本剰余金 
   合計

412,357 17.2 ― ― 412,357 16.8

Ⅲ 利益剰余金

   利益準備金 35,615 ― 35,615

   中間(当期) 
   未処分利益

141,849 ― 151,166

   利益剰余金 
   合計

177,464 7.4 ― ― 186,781 7.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

53,010 2.1 ― ― 70,760 2.9

Ⅴ 自己株式 △2,729 △0.1 ― ― △2,869 △0.1

   資本合計 977,923 40.7 ― ― 1,004,851 40.9

   負債および 
   資本合計

2,400,255 100.0 ― ― 2,458,437 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 ― ─ 337,822 14.5 ― ─

   資本剰余金

    資本準備金 ― 422,378 ―

   資本剰余金合計 ― ─ 422,378 18.1 ― ─

   利益剰余金

    利益準備金 ― 35,615 ―

    その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 136,883 ―

   利益剰余金合計 ― ─ 172,498 7.4 ― ─

   自己株式 ― ─ △2,960 △0.1 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 929,738 39.9 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

― ─ 63,637 2.7 ― ─

   繰延ヘッジ損益 ― ─ △509 0.0 ― ─

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 63,128 2.7 ― ─

Ⅲ 新株予約権 ― ─ 57 0.0 ― ─

   純資産合計 ― ─ 992,924 42.6 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 2,332,359 100.0 ― ─



② 【中間損益計算書】 
  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
対売上
高比 
(％)

金額(百万円)
対売上
高比 
(％)

金額(百万円)
対売上
高比 
(％)

Ⅰ 売上高 1,058,104 100.0 1,019,757 100.0 2,370,709 100.0

Ⅱ 売上原価 790,806 74.7 748,869 73.4 1,767,206 74.5

  売上総利益 267,298 25.3 270,888 26.6 603,502 25.5

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費

283,513 26.8 287,869 28.3 594,972 25.1

  営業損失 △16,215 △1.5 △16,980 △1.7 ― ―

  営業利益 ― ― ― ― 8,529 0.4

Ⅳ 営業外収益

  受取利息 626 637 1,290 

  受取配当金 22,947 19,559 63,555 

  その他 1,912 3,807 3,591 

   営業外収益計 25,486 2.4 24,004 2.4 68,437 2.9

Ⅴ 営業外費用

  支払利息 5,859 5,379 11,260 

  その他 13,617 15,190 38,139 

   営業外費用計 19,476 1.9 20,569 2.0 49,400 2.1

  経常損失 △10,205 △1.0 △13,545 △1.3 ― ―

  経常利益 ― ― ― ― 27,566 1.2

Ⅵ 特別利益

  有価証券売却益 ※１ 9,088 7,928 23,620

  関係会社貸倒引当金 
  戻入益

※２ 4,478 638 5,004

  関係会社株式売却益 26,933 406 30,166

  固定資産売却益 ※３ 407 ― 1,098

   特別利益計 40,906 3.9 8,973 0.9 59,889 2.5

Ⅶ 特別損失

  関係会社株式等 
  評価損失

※４ 355 15,434 32,893

  減損損失 ※５ ― 1,595 ―

  有価証券評価損 ※６ 4,313 744 5,986

  製品保証引当金繰入額 ※７ ― ― 6,460 

  その他 132 ― ―

   特別損失計 4,801 0.5 17,774 1.8 45,339 1.9

  税引前中間 
  純損失

― ― △22,346 △2.2 ― ―

  税引前中間(当期) 
  純利益

25,900 2.4 ― ― 42,116 1.8

  法人税、住民税 
  および事業税

△6,583 △8,237 △16,063

  法人税等調整額 5,900 △683 △0.1 △6,000 △14,237 △1.4 16,300 236 0.0

  中間純損失 ― ― △8,109 △0.8 ― ―

  中間(当期)純利益 26,583 2.5 ― ― 41,879 1.8

  前期繰越利益 115,268 ― 115,268

  自己株式処分差損 3 ― 2

  中間配当額 ― ― 5,979

  中間(当期) 
  未処分利益

141,849 ― 151,166



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

   

   

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 337,821 412,357 412,357

中間会計期間中の変動額

 株式交換による増加 10,019 10,019

 転換社債型新株予約権付社債の転換 0 0 0

 役員賞与(注)

 剰余金の配当(注)

 中間純損失

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(百万円) 0 10,020 10,020

平成18年９月30日残高(百万円) 337,822 422,378 422,378

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 35,615 151,166 186,781 △ 2,869 934,090

中間会計期間中の変動額

 株式交換による増加 10,019

 転換社債型新株予約権付社債の転換 1

 役員賞与(注) △ 128 △ 128 △ 128

 剰余金の配当(注) △ 5,978 △ 5,978 △ 5,978

 中間純損失 △ 8,109 △ 8,109 △ 8,109

 自己株式の取得 △ 186 △ 186

 自己株式の処分 △ 66 △ 66 96 29

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(百万円) ― △ 14,283 △ 14,283 △ 90 △ 4,352

平成18年９月30日残高(百万円) 35,615 136,883 172,498 △ 2,960 929,738

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 70,760 ― 70,760 ― 1,004,851

中間会計期間中の変動額

 株式交換による増加 10,019

 転換社債型新株予約権付社債の転換 1

 役員賞与(注) △ 128

 剰余金の配当(注) △ 5,978

 中間純損失 △8,109

 自己株式の取得 △186

 自己株式の処分 29

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)
△ 7,122 △ 509 △ 7,631 57 △ 7,574

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △ 7,122 △ 509 △ 7,631 57 △ 11,926

平成18年９月30日残高(百万円) 63,637 △ 509 63,128 57 992,924

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準お

よび評価方法

(1) たな卸資産 

評価基準は下記の評価方法

に基づく低価法を採用して

います。 

評価方法 

 ①製品 

  注文生産品 

     …個別法 

  標準量産品 

     …先入先出法 

 ②仕掛品 

  注文生産品 

     …個別法 

  標準量産品 

     …総平均法 

 ③半製品、原材料その他 

     …先入先出法 

 

(1) たな卸資産 

同左

(1) たな卸資産 

同左

(2) 有価証券 

子会社株式および関連会社

株式 

…移動平均法による原価法 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

・時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

 

(2) 有価証券 

子会社株式および関連会社

株式 

…同左 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

・時価のないもの 

…同左

(2) 有価証券 

子会社株式および関連会社

株式 

…同左 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

・時価のないもの 

…同左 

 

(3) デリバティブ…時価法 (3) デリバティブ 

同左

(3) デリバティブ 

同左

２ 減価償却資産の減

価償却の方法

(1) 有形固定資産…定率法 

なお、通信機器製造設備の

うち、特定プロジェクト専

用設備の耐用年数は経済的

陳腐化を考慮した年数を採

用しています。 

 

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産…定額法 

なお、市場販売目的のソフ

トウェアについては、見込

販売数量に基づく償却方法

を採用し、自社利用目的の

ソフトウェアについては、

社内における見込利用可能

期間(５年以内)に基づく定

額法を採用しています。 

 

(2) 無形固定資産…定額法 

なお、市場販売目的のソフ

トウェアについては、見込

販売数量に基づく償却方法

（見込有効期間３年以内）

を採用し、自社利用目的の

ソフトウェアについては、

社内における見込利用可能

期間(５年以内)に基づく定

額法を採用しています。 

 

(2) 無形固定資産 

同左

(3) 長期前払費用 

毎期均等償却または販売実

績等に基づいた償却を行っ

ています。

(3) 長期前払費用 

同左

(3) 長期前払費用 
同左



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上しています。 

 

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金 

  ───────

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるた

め、当会計年度における支

給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しています。

(2) 役員賞与引当金 

  ───────

(3) 製品保証等引当金 

  ───────

(3) 製品保証等引当金 
製品販売後または受託開発
プログラム引渡後の無償修
理費用の支出に備えるため
売上高等に対する過去の実
績率および個別に追加原価
の発生可能性を基礎とした
見積額を計上しています。 
 
（追加情報） 
製品の無償保証期間中の修
理費用は、従来修理作業等
の発生時に計上しており、
前中間会計期間においても
修理作業等の発生時に計上
していましたが、前事業年
度（下半期）より売上高等
に対する過去の実績率に基
づいた見積額を計上する方
法に変更しました。 
この結果、変更後の方法に
よった場合に比べ、前中間
会計期間の営業利益および
経常利益は439百万円それ
ぞれ少なく計上されてお
り、税引前中間純利益は
6,021百万円多く計上され
ています。 
 
また、「ソフトウェア取引
の収益の会計処理に関する
実務上の取扱い」（実務対
応報告第17号 平成18年３
月30日）を当中間会計期間
から適用し、客先納品後の
瑕疵補修費用等の支出に備
えるため、過去の実績率に
基づいた見積額および個別
に追加原価の発生可能性を
基礎とした見積額を計上し
ています。この結果、従来
と同一の方法を採用した場
合と比べ、当中間会計期間
の営業利益、経常利益およ
び税引前中間純利益は、そ
れぞれ10,523百万円減少し
ています。 
 

(3) 製品保証等引当金 

  ───────



項目

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日)

(4) 製品保証引当金 

  ───────

(4) 製品保証引当金 

  ───────

(4) 製品保証引当金 

製品販売後の無償修理費用

の支出に備えるため売上高

に対する過去の実績率を基

準とした見積額を計上して

います。 

 

(5) 退職給付引当金

当社は退職給付制度とし

て、確定給付型の企業年金

基金制度および退職一時金

制度を採用しています。

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を退職給付引当金または前

払退職給付費用として計上

しています。

会 計 基 準 変 更 時 差 異

(166,226百万円の不足)に

ついては、厚生年金基金の

代行部分の返上に伴う処理

を除き、平成12年度から15

年による按分額を費用処理

しています。

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間による定額法により費

用処理しています。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間による定額法によ

り翌事業年度から費用処理

しています。 

 

(5) 退職給付引当金

当社は退職給付制度とし

て、確定給付型の企業年金

基金制度および退職一時金

制度を採用しています。

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を退職給付引当金または前

払退職給付費用として計上

しています。

会 計 基 準 変 更 時 差 異

(166,226百万円の不足)に

ついては、厚生年金基金の

代行部分の返上に伴う処理

を除き、平成12年度から15

年による按分額を費用処理

しています。

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間（14年）による定額法

により費用処理していま

す。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間（主として12年）

による定額法により翌事業

年度から費用処理していま

す。

(5) 退職給付引当金

当社は退職給付制度とし

て、確定給付型の企業年金

基金制度および退職一時金

制度を採用しています。

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を退

職給付引当金または前払退

職給付費用として計上して

います。

会 計 基 準 変 更 時 差 異

(166,226百万円の不足)に

ついては、厚生年金基金の

代行部分の返上に伴う処理

を除き、平成12年度から15

年による按分額を費用処理

しています。

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間による定額法により費

用処理しています。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間による定額法によ

り翌事業年度から費用処理

しています。

(6) 電子計算機買戻損失引

当金
電子計算機の買戻時の損失
の補てんに充てるため、過
去の実績に基づいて算出し
た買戻損失発生見込額を計
上しています。 
 

(6) 電子計算機買戻損失引

当金

同左

(6) 電子計算機買戻損失引

当金

同左

(7) 債務保証等損失引当金 

  ───────

(7) 債務保証等損失引当金 

関係会社への債務保証等に

係る損失に備えるため、被

保証者の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を計上

しています。 

 

（追加情報） 

当中間会計期末において、

当社が債務保証等を行なっ

ている関係会社の財政状態

が悪化したことによるもの

です。

(7) 債務保証等損失引当金 

  ───────



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 外貨建の資産およ

び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円換算し、換算差額は

損益として処理していま

す。

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により

円換算し、換算差額は損益

として処理しています。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を採用して

います。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

金利リスクをヘッジするデ

リバティブ取引につき、繰

延ヘッジ会計を適用してい

ます。

同左 同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

   …金利スワップ

ヘッジ対象

   …社債および借入金

(3) ヘッジ方針

当社の内部規定である「リ

スク管理規程」に基づき、

相場変動を相殺、またはキ

ャッシュ・フローを固定す

る目的で、デリバティブ取

引を利用しています。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ対象の相場変動また

はキャッシュ・フロー変動

の累計と、ヘッジ手段の相

場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しています。

７ 消費税等の処理方

法

税抜方式を採用していま

す。
同左 同左

８ 連結納税制度の適

用

連結納税制度を適用してい

ます。
同左 同左



  

会計方針の変更

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

退職給付に係る会計基

準等の変更

当社は、当中間会計期間よ
り「『退職給付に係る会計
基準』の一部改正」（企業
会計基準第３号 平成17年
３月16日）および「『退職
給付に係る会計基準』の一
部改正に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第
７号 平成17年３月16日）
を適用しています。これに
より営業利益、経常利益お
よび税引前中間純利益は
2,914百万円増加していま
す。

 

───────

「『退職給付に係る会計基
準』の一部改正」（企業会
計基準第３号 平成17年３
月16日）および「『退職給
付に係る会計基準』の一部
改正に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第
７号 平成17年３月16日）
を当期から適用していま
す。これにより営業利益、
経常利益および税引前当期
純利益は5,831百万円増加
しています。

製品保証引当金に係る

会計方針の変更

 

───────

 

───────

製品の無償保証期間中の修
理費用は、従来修理作業等
の発生時に計上していまし
たが、当期より売上高に対
する過去の実績率に基づい
て製品保証引当金として計
上する方法に変更しまし
た。この変更は、当下半期
に製品分野別の分析が可能
となったことから、財務の
健全性を高め、期間損益計
算の適正化を図ることを目
的として行ったものです。
この変更により、過年度の
売上に起因する製品保証引
当金繰入額6,460百万円を
特別損失に計上し、当期繰
入額5,762百万円は販売費
および一般管理費に計上し
ています。この結果、従来
と同一の方法を採用した場
合と比べ、営業利益および
経常利益は698百万円それ
ぞれ増加し、税引前当期純
利益は5,762百万円減少し
ています。 
また、当中間会計期間は変
更後の方法によった場合に
比べ、営業利益および経常
利益は439百万円それぞれ
少なく計上されており、税
引前中間純利益は6,021百
万円多く計上されていま
す。 
 

貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計

基準の適用

 
───────

当中間会計期間より、「貸
借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準」（企
業会計基準第５号 平成17
年12月９日）および「貸借
対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準適用
指針第８号 平成17年12月
９日）を適用しています。 
従来の資本の部に相当する
金額は 993,375 百万円で
す。 
なお、当中間会計期間にお
ける中間貸借対照表の純資
産の部については、中間財
務諸表等規則の改正に伴
い、改正後の中間財務諸表
等規則により作成していま
す。

 
───────



 
  

表示方法の変更 

  

項目

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

企業結合に係る会計基

準および事業分離等に

関する会計基準の適用

 

───────

当中間会計期間より、「企

業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15

年10月31日）および「事業

分離等に関する会計基準」

（企業会計基準７号 平成

17年12月27日）ならびに

「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 平成17年

12月27日）を適用していま

す。

 
───────

自己株式および準備金

の額の減少等に関する

会計基準等の一部改正

 

───────

当中間会計期間より、改正

後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準第１

号 最終改正平成18年８月

11日）および「自己株式及

び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第

２号 最終改正平成18年８

月11日）を適用していま

す。これによる損益に与え

る影響はありません。

 
───────

役員賞与に関する会計

基準の適用

 
───────

当中間会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用し

ています。これにより営業

利益、経常利益、税引前中

間純利益は、それぞれ82百

万円減少しています。

 
───────

ストック・オプション

等に関する会計基準の

適用

 

───────

当中間会計期間より、「ス

トック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計

基準第８号 平成17年12月

27日）および「ストック・

オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号 最

終改正平成18年５月31日）

を適用しています。これに

より営業利益、経常利益、

税引前中間純利益は、それ

ぞれ57百万円減少していま

す。

 
───────

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間より「一年以内に償還予定の社債」（当
中間会計期間 59,000百万円）を流動負債「その他」に
含めて表示しています。

「一年以内に償還予定の社債」は、前中間期まで、流動
負債の「その他」に含めて表示していましたが、当中間
期末において負債純資産合計の100分の５を超えたため
区分掲記しました。 
なお、前中間期末の「一年以内に償還予定の社債」の金
額は、59,000百万円です。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

（金額単位 百万円） 

摘要
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

Ⅰ※１ 有形固定資産

減価償却累計

額

 

419,819

 

385,552 410,051

Ⅱ 偶発債務

   銀行借入金等に

対する保証債務  

 

○関係会社に対するもの

相手先 金額

上海広電NEC液晶
顕示器

16,548

トッパンNECサー
キットソリュー
ションズ

2,281

NEC NEVA 
COMMUNICATIONS 
SYSTEMS

2,139

その他(10社) 2,893

計 23,862

 

 

 

○関係会社に対するもの

相手先 金額

上海広電NEC液晶
顕示器

21,899

NEC NEVA 
COMMUNICATIONS 
SYSTEMS

1,692

その他(11社) 3,038

計 26,630

 

 

○関係会社に対するもの

相手先 金額

上海広電NEC液晶
顕示器

16,114

NEC NEVA 
COMMUNICATIONS 
SYSTEMS

1,949

トッパンNECサー
キットソリュー
ションズ

1,327

その他(７社) 1,067

計 20,458

 

 

 

○関係会社以外に対するもの

相手先 金額

従業員 15,665

その他(７社) 1,181

計 16,847

総 計 40,709

 

 

 

○関係会社以外に対するもの

相手先 金額

従業員 12,689

その他(６社) 692

計 13,381

総 計 40,012

 

 

○関係会社以外に対するもの

相手先 金額

従業員 13,974

RUSSIAN 
SATELLITE 
COMMUNICATIONS 
COMPANY

433

その他(５社) 423

計 14,831

総 計 35,289

   保証類似行為
 

 

 

 
 

 

○関係会社に対するもの

─────

○関係会社以外に対するもの

相手先 金額

合計２社 192

総 計 192

 

 

 

 
 

 

○関係会社に対するもの

相手先 金額

NECキャピタル 10,186

その他（１社） －

計 10,186

○関係会社以外に対するもの

─────

総 計 10,186

 

 

 

 
 

 

○関係会社に対するもの

相手先 金額

NECキャピタル 13,215

○関係会社以外に対するもの

─────

総 計 13,215



（金額単位 百万円） 

 

  

摘要
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日）

前事業年度末 

（平成18年３月31日）

   その他 当社は、現在、米国のDRAM

業界における独占禁止法違

反の可能性について、米国

司法省の調査を受けていま

す。現時点では結論は出て

いませんが、司法省の調査

に関し今後発生する可能性

のある損失見積額を計上し

ています。

当社の連結子会社である

NECエレクトロニクス・ア

メリカ社は、米国DRAM業界

における独占禁止法（反ト

ラスト法）違反行為による

損害賠償を求める、複数の

直接・間接のDRAM製品の購

入者からの民事訴訟（集団

訴訟）および米国の複数の

州の司法長官による訴訟の

被告となっており、過去に

おいて当社グループから直

接DRAMを購入した顧客（直

接購入者の集団訴訟の原告

代理人を含む。）の多くと

和解に合意しましたが、ま

だ一部の顧客について和解

交渉を進めています。ま

た、当社グループは、欧州

においても、DRAM業界にお

ける競争法違反の可能性に

関し欧州委員会が行ってい

る調査に協力し、情報提供

を行っております。これら

の米国での民事訴訟および

和解交渉ならびに欧州委員

会による調査については、

現時点で結論は出ていませ

んが、米国での民事訴訟お

よび和解交渉に関し今後発

生する可能性のある損失の

一部の見積額を計上してい

ます。 

 

米国のDRAM業界における独

占禁止法違反の可能性に関

する米国司法省の調査は、

同省との和解により終了し

ましたが、当社の米国子会

社であるNECエレクトロニ

クス・アメリカ社に対し、

米国の複数の州の司法長官

により同種の調査が新たに

開始されています。また、

当社は、同社が被告となっ

ている独占禁止法違反行為

による損害賠償を求める複

数の民事訴訟（集団訴訟）

に関し、同社とともに過去

にDRAMを販売した顧客の一

部と和解交渉を進めていま

す。これに加え、当社は欧

州においても、DRAM業界に

おける競争法違反の可能性

に関し欧州委員会が行って

いる調査に協力し、情報提

供を開始しております。こ

れらの州による調査、民事

訴訟、和解交渉および欧州

委員会の調査については、

現時点で結論は出ていませ

んが、米国での民事訴訟お

よび和解交渉に関し今後発

生する可能性のある損失見

積額を計上しています。

Ⅲ 消費税等の表示方

法

未払消費税等として流動負 

債の「その他」に含めて表 

示しています。

同左 同左

Ⅳ 中間期末日満期手

形の会計処理

 
─────

中間期末日満期手形の会計

処理については、当中間会

計期間の末日は金融機関の

休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処

理しています。 

当中間期末日満期手形の金

額は次のとおりです。 

 受取手形  1,156 

 支払手形    2

 
───── 

 



(中間損益計算書関係) 

（金額単位 百万円） 

摘要
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

Ⅰ 減価償却実施額

 

有形固定資産

無形固定資産

計
 

14,019

44,919

58,939
 

12,292

37,616

49,909
 

29,109

95,779

124,888

Ⅱ※１ 有価証券売却

益

投資有価証券の売却に伴う

ものです。

同左 同左

※２ 関係会社貸倒

引当金戻入益

関係会社に対する貸倒引当

金戻入に伴うものです。

同左 同左

※３ 固定資産売却

益

福利厚生施設の売却に伴う

ものです。
    ─────

土地の売却等によるもので

す。

※４ 関係会社株式

等評価損失

関係会社株式の評価損失等

によるものです。

同左 同左



（金額単位 百万円） 

 
  

摘要
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

※５ 減損損失  

─────

(1)減損損失を認識した資

産または資産グループの概

要

用 途 種 類 場 所

事業用
資産

建物、無
形固定資
産等

東京都
品川区

遊休
資産

土地
静岡県
駿東郡他

 

─────

 

 

(2)減損損失の認識に至っ

た経緯 

事業用固定資産における収

益性の低下および遊休資産

における市場価値の下落に

より投資額の回収が見込め

なくなったため、減損損失

を特別損失として計上して

います。 

 

(3)減損損失の金額

 建物  129

 土地 275

 無形固定資産   1,021

 その他     168

 合計   1,595

(4)資産のグルーピングの

方法  

原則として、事業本部単位

にグルーピングを行い、遊

休資産については当該資産

単独でグルーピングをして

います。  

 

(5)回収可能額の算定方法  

事業用資産の回収可能価額

は、正味売却価額と使用価

値のいずれか高い方の金額

を使用しています。遊休資

産については、正味売却価

額を使用しています。  

正味売却価額は、固定資産

税評価額等を基準にして合

理的に算定しています。使

用価値については将来キャ

ッシュ・フローがマイナス

のため、備忘価額により評

価しています。

※６ 有価証券評価

損

投資有価証券の減損による

ものです。

同左 同左

※７ 製品保証引当

金繰入額
─────     ─────

過年度の売上に起因する製

品保証引当金繰入額です。



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取りによる増加 276千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増しによる減少 43千株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 2,974 280 45 3,208



(リース取引関係) 

（金額単位 百万円） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間会計期間末残高相当

額

取得
価額
相当額

減価
償却
累計額
相当額

中間会
計期間
末残高
相当額

機械
および
装置

2,540 1,905 635

工具器具
および
備品

12,705 6,552 6,153

その他 196 104 92

合計 15,442 8,561 6,881

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間会計期間末残高相当

額

取得
価額
相当額

減価
償却
累計額
相当額

中間会
計期間
末残高
相当額

機械
および
装置

1,137 794 342

工具器具
および
備品

11,929 7,737 4,192

その他 249 130 119

合計 13,317 8,662 4,654

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび期末残高相当額

取得
価額
相当額

減価
償却
累計額
相当額

期末
残高
相当額

機械
および
装置

1,077 649 427

工具器具
および
備品

14,204 8,150 6,053

その他 197 112 84

合計 15,478 8,913 6,565

取得価額相当額は、未経過リース料

中間会計期間末残高が有形固定資産

の中間会計期間末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しています。

同左 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しています。

 

(2) 未経過リース料中間会計期間

末残高相当額

１年内 3,112

１年超 3,769

 合計 6,881

未経過リース料中間会計期間末残高

相当額は、未経過リース料中間会計

期間末残高が有形固定資産の中間会

計期間末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ています。

 

(2) 未経過リース料中間会計期間

末残高相当額

１年内 2,400

１年超 2,254

 合計 4,654

同左
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 3,331

１年超 3,233

 合計 6,565

未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しています。

(3) 当中間会計期間の支払リース

料等

 支払リース料 
(減価償却費相当額)

1,930

(3) 当中間会計期間の支払リース

料等

 支払リース料
(減価償却費相当額)

1,438

(3) 当期の支払リース料等

支払リース料 
(減価償却費相当額)

4,004 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用

しています。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ないため、項目等の記載は省略して

います。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左



（金額単位 百万円） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 7,650

１年超 54,784

 合計 62,435
 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 13,382

１年超 84,392

 合計 97,775
 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 13,438 

１年超 91,085 

 合計 104,523 



(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) 

有価証券 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

(当中間会計期間末) 

有価証券 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

(前事業年度末) 

有価証券 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

 当中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

    中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

  

(１株当たり情報) 

 当中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

    中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

前中間会計期間末(平成17年９月30日)

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

子会社株式 288,622 442,630 154,007

関連会社株式 13,666 70,501 56,834

合計 302,289 513,131 210,841

当中間会計期間末(平成18年９月30日)

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

子会社株式 280,710 432,720 152,009

関連会社株式 11,795 74,457 62,662

合計 292,506 507,178 214,671

前事業年度末(平成18年３月31日)

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

子会社株式 296,368 554,771 258,403

関連会社株式 11,293 78,352 67,058

合計 307,661 633,123 325,461



(企業結合等関係) 

当中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

Ⅰ．事業分離取引（NECビッグローブ㈱） 

 １. 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行なった主な理由、事業分離および法的  

   形式を含む事業分離の概要 

   (1)分離先企業の名称：NECビッグローブ株式会社（以下「NECビッグローブ」という。） 

   (2)分離した事業の名称： 

    インターネット等のネットワークを利用した情報通信サービス、情報提供サービスの提供お 

    よび、これに付帯または関連する一切の業務 

   (3)事業分離を行なった主な理由： 

    インターネットサービスを提供しているBIGLOBE事業部門の分社化と、分社化後の新会社にお 

    いて第三者割当増資の実施を含む戦略的アライアンスを目的としています。 

   (4)事業分離日および法的形式を含む事業分離の概要： 

    平成18年７月３日を分割期日として当社が営むインターネットサービス等を提供する事業を 

    会社分割し、新設するNECビッグローブに承継しました。 

 

 ２．実施した会計処理の概要 

   (1)実施した会計処理の概要： 

    「事業分離等に関する会計基準 分離元企業の会計処理」に規定する個別財務諸表における 

    会計処理を適用しています。 

    受取対価が分離先企業の株式のみであり、かつ、分離先企業が新たに当社の子会社となるた 

    め、当該取引に関連する移転損益は認識していません。 

   (2)受取対価の種類、移転した事業に係る資産および負債の帳簿価額： 

    ①受取対価の種類：株式 

    ②移転した事業に係る資産および負債の帳簿価額： 

     資産の額  32,443百万円 

     （主な内訳） 売掛金      9,334百万円 

            有形固定資産   5,847百万円 

            無形固定資産   11,094百万円 

     負債の額   8,264百万円 

     （主な内訳） 買掛金      3,167百万円 

            未払費用     4,929百万円 

   (3)当中間会計期間に含まれる当該分離事業に係る損益の概算額 

     売上高    13,524百万円 

     営業利益     642百万円 

 

Ⅱ.その他の企業結合等関係取引 

   １(1)中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりです。 

  



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当社は、平成17年８月25日付でキヤ

ノン(株)との間で締結したNECマシ

ナリー(株)の株式の公開買付けに関

する契約に基づき、当社が保有する

同社の全株式を平成17年10月12日に

売却しました。 

公開買付けならびにNECマシナリー

(株)の概要は、次のとおりです。 

（公開買付けの概要） 

  売却株数 3,120,000株 

  売却額  3,781百万円 

（NECマシナリー(株)の概要） 

 ・商号  

  NECマシナリー株式会社 

 ・主な事業内容 

  半導体製造装置のうち後工程 

  およびＦＡ装置等の開発・ 

  製造・販売

平成18年10月以降、①SRAM業界にお

ける独占禁止法（反トラスト法・競

争法）違反の可能性に関する米国司

法省および欧州委員会の調査（平成

18年10月開始）、②半導体業界にお

ける韓国独占禁止法違反の可能性に

関する韓国公正取引委員会の調査

（平成18年10月開始）、ならびに③

TFT液晶ディスプレー業界における

独占禁止法違反の可能性に関する日

本公正取引委員会、米国司法省、欧

州委員会、韓国公正取引委員会およ

びカナダ競争当局の調査（平成18年

12月開始）が開始され、当社グルー

プもその対象となっています。ま

た、SRAM業界における独占禁止法違

反の可能性に関する米国司法省の調

査開始後、NECエレクトロニクス・

アメリカ社に対し、独占禁止法（反

トラスト法）違反行為による損害賠

償を求める複数の民事訴訟（集団訴

訟）が提起されています。さらに、

TFT液晶ディスプレー業界における

独占禁止法違反の可能性に関する米

国司法省の調査開始後、当社、NEC

液晶テクノロジー㈱およびNECエレ

クトロニクス・アメリカ社に対し、

独占禁止法（反トラスト法）違反行

為による損害賠償を求める複数の民

事訴訟（集団訴訟）が提起されてい

ます。これらの当局による調査およ

び米国における民事訴訟について

は、現時点で結論は出ていません。 

 

当社は、NECインフロンティア㈱と

の間で株式交換契約を締結し、これ

に基づき、平成18年５月１日付で株

式交換により同社を完全子会社とし

ました。この株式交換に際し、当社

は、新株式33,630,520株を発行し、

当社を除くNECインフロンティア㈱

の株主に対して、その所有するNEC

インフロンティア㈱株式１株につ

き、当社株式0.774株を割当交付し

ました。



(2) 【その他】 

中間配当 

平成18年11月21日開催の取締役会において、第169期（平成18年４月１日から平成19年３月31日ま

で）の中間配当金を次のとおり支払うことを決議しました。 

  １）中間配当金総額                8,105百万円 

  ２）１株当たり中間配当金                ４円 

  ３）支払請求の効力発生日および支払開始日   平成18年12月１日 

（注）平成18年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行い

ます。 

  

当社は、郵政省（現日本郵政公社）が一般競争入札の方法により発注した郵便区分機類の受注に係

る独占禁止法違反被疑事件において、排除措置を命じた公正取引委員会の審決を取り消す旨の東京高

等裁判所の判決を得ましたが、公正取引委員会がこれを不服として、最高裁判所に上告受理の申立て

を行っており、また、同委員会との間で課徴金の納付に係る審判手続が進められております。 

DRAM業界における独占禁止法違反の可能性については注記事項 （中間貸借対照表関係）Ⅱ偶発債

務 その他を参照してください。 

 SRAM業界における独占禁止法違反の可能性、半導体業界における独占禁止法違反の可能性、TFT液

晶ディスプレー業界における独占禁止法違反の可能性については注記事項 （重要な後発事象）を参

照してください。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

 
  

  

(1) 
 

有価証券報告書 
およびその添付書類

事業年度 
(第168期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月22日 
関東財務局長に提出

(2) 
 

有価証券報告書 
の訂正報告書

平成18年６月22日 
関東財務局長に提出

平成16年６月22日提出第166期有価証券報告書の訂正報告書です。

(3) 
 

有価証券報告書 
の訂正報告書

平成18年６月22日 
関東財務局長に提出

平成17年６月22日提出第167期有価証券報告書の訂正報告書です。

(4) 
 

有価証券報告書 
の訂正報告書

平成18年６月23日 
関東財務局長に提出

平成17年６月22日提出第167期有価証券報告書の訂正報告書です。

(5) 
 

臨時報告書 平成18年４月３日 
関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく代表取締役の異
動に関する臨時報告書です。

(6) 
 

臨時報告書 平成18年７月３日 
関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく特定子会社の異
動に関する臨時報告書です。

(7) 
 

有価証券届出書 
（新株予約権証券の
募集）およびその添
付書類

平成18年７月13日 
関東財務局長に提出

(8) 
 

有価証券届出書 
（新株予約権証券の
募集）の訂正届出書

平成18年７月28日 
関東財務局長に提出

平成18年７月13日提出有価証券届出書の訂正届出書です。

(9) 
 

発行登録書 
（普通社債）および
その添付書類

平成18年９月13日 
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月22日

日 本 電 気 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本電気株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本電気株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

  会社は「中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について」に記載のとおり、平成18年 

 ４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平 

 成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表から、我が国において一般に公正妥当と認められる 

 企業会計の基準に準拠して作成することに変更したので、これと比較ならしめるため、平成17年４ 

 月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成 

 17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表も同一の基準で作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上
  

 

新 日 本 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  古  川  康  信  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  大  木  一  也  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  中  山  清  美  ㊞

（注）上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月22日

日 本 電 気 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本電気株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本電気株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上

 

新 日 本 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  古  川  康  信  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  大  木  一  也  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  中  山  清  美  ㊞

（注）上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年11月17日

日 本 電 気 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本電気株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第168期事業年度の中間会計期間

（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日本電気株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上

 
  

新 日 本 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士   吉  村  貞  彦   ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  大  木  一  也   ㊞

（注）上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月22日

日 本 電 気 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本電気株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第169期事業年度の中間会計期間

（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日本電気株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上

 
  

新 日 本 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士   古  川  康  信   ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  大  木  一  也   ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  中  山  清  美  ㊞

（注）上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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